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第１クォーター定期試験時間割発表 ５月２５日（水）

第１クォーター定期試験期間

　

第３クォーター定期試験時間割発表 １１月８日（火）

第３クォーター定期試験期間

校　　　　時 時　　　　間
１　　　校　　　時   ８時５０分　～　１０時２０分
２　　　校　　　時 １０時３０分　～　１２時００分
３　　　校　　　時 １２時５０分　～　１４時２０分
４　　　校　　　時 １４時３０分　～　１６時００分
５　　　校　　　時 １６時１０分　～　１７時４０分
６　　　校　　　時 １８時００分　～　１９時３０分
７　　　校　　　時 １９時４０分　～　２１時１０分

第４クォーター，後期末定期試験期間 ２月１日（水），２日（木），６日（月），７日（火），１０日（金）

追試験日 ２月１５日（水）～１７日（金）

卒業式 ３月２４日（金）

追試験日 １１月３０日（水），１２月１日（木）～６日（火）

冬季休業 １２月２４日（土）～１月４日（水）

第４クォーター，後期末定期試験時間割発表 １月１８日（水）

１１月１６日（水），２１日（月），２２日（火），２４日（木），２５日（金）

第２クォーター，前期末定期試験期間 ８月２日（火）～８日（月）

追試験日 ８月１８日（木）～８月２４日（水）

夏季休業 ８月９日（火）～９月２５日（日）

―　後　期　―
授業開始 ９月２６日（月）

履修登録期間 ９月１９日（月）～１０月７日（金）

第２クォーター，前期末定期試験時間割発表 ７月２０日（水）

２年次オリエンテーション ４月１日（金）

入学式 ４月４日（月）

新入生オリエンテーション ４月４日（月）・・・夜間主コース    ４月５日（火）・・・昼間コース

新入生研修 ４月９日（土）

６月６日（月）～１０日（金）

追試験日 ６月１５日（水）～２１日（火）

２０２２年度経済学部 行事予定表

―　前　期　―
授業開始 ４月８日（金）

履修登録期間 ３月２２日（火）～４月２１日（木）
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履修全 に いて

くの に いては， での は に に行 れ， には全ての

を とし が ます。これは， と れますが，

では と ， に て行います。この は，

の を とともに， の の を るものとして に な

です。 スでは， れ で の を す に，

に て スに いて に を していきます。

このよ に， の は， 全 で行 れる と各 の が

合 され， に されています。 スは， とも

に スに いて履修します。

履修 の な は に されています。ま ，各 に 講される

授業の しい は システム - ebシステム のシラ スに されます。 と

して の に されている が 業 まで されますので， に さ

れ の の は 業 まで に して いてください。

ここでは，履修全 に いて を します。

の履修 履修登録 の実 に いては の履修 と履修 に

いて の で します。ま ， の履修 に いては の ス履修

に いて の で します。 と では いが なる 分が ますので，

しないよ に してください。

間 ースの
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履修 の

１ 期，授業 間

は， と の です。 ，

各 ス が， に分 れ， れ れ を

て で 講される科目が ます。 を ， を

， を ， を と ます。

授業は 分 で， までの の に行 れます。

分 分

分 分

２

は， の修 を単位の認 によって行います。 を 業するには， の

に， れている の単位を修得する必 が ます。

授業科目は， は の 8 で する科目 科目 ， は

の で する科目 ス 科目 ， の で する科目 科目。

， の 科目 が ます。単位は， 授業科目に いて，授業に

し， に合 すると 単位， 単位もしくは 単位が修得できます。

単位とは， 授業と自 の の を合 せ 45 の を

する をもって されているものです。

科目の 単位の授業は，実 によ で行 授業 と自 の

を行 が， のよ に れています。

の講 での授業 15 自 での 30
での授業 30 自 での 15

実 実 での授業 実 実 45
の講 で行 授業が 分ですが， 科目に いては， を し

て 単位 の授業 を30 としています。

科目の 単位の授業は，実 によ で行 授業 と自 の

を行 が， のよ に れています。

講 での授業 15 自 での 30
実 での授業 30 自 での 15

得の の 科目 での授業 45
の授業 は90分ですが，単位の をする場合には，この90分をもって

と しています。な ， 講 を き 授業科目に いて は の

授業が行 れます。さ に，単位修得には， な の に合 す

ることが必 です。 テス が実 される科目も ます。

単位 の ， の授業に必ず し，自 での に り を 続す

ることが です。
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修 すべき

業するには， に され 修得単位 の単位を修得し

な れ な ません。

の授業科目は， の履修 と履修 に いて の A の履修

によ 修得しな れ な ません。

の授業科目は， の によ 修得しな れ な ません。

スに している科目の ， 科目 だし， スに

して履修が認 れる科目を く。 を， 単位を として修得することができます。

スに している 科目の授業科目を履修し修得し 単位は，

スに している授業科目と の科目は， スの 科目の単位として

います。ま ，これ の授業科目は，自 科目 の単位として いま

す。

スに している ス ムの科目 ス実

ムは履修できません。

の 得 に いては， に を しています。

履修科目の登録の

な 修を行っても に，履修登録単位 に を ています。この目 は，

に履修登録できる単位 を することで，自 に する を し， を

ることに ます。この を 分 して，自 での を 実させ授業に ん

でください。

履修科目の登録単位 は， ， 科目 科目を合 せて，

に っては 単位まで， に っては 単位ま

でと れています。 だし，[ ] の授業科目 の に が いて

いる科目 スに して履修が認 れる科目を く。 ， の授業科

目 の に が いている科目， 講 によ 講される授業科目 に さ

れる科目に る。 に いては， 単位 には しません。ま ， の授業科目

はす て 単位 には しません。

の るとこ によ ， の単位を れ をもって修得し と認 れ

に いては， に れ 単位 を て履修科目の登録を行 ことができます。

は， の の ス履修 に いて に されています。

履修手続

授業

に 講される授業科目は，各 に授業 によって します。 だし，

講 を 講する場合には， で します。

履修登録

に履修しよ とする授業科目を， システム システム によ

って，各 の の履修登録 に登録しな れ な ません。登録 は

の履修 と履修 に いて の C 履修科目の登録 履修登録 を してくだ

さい。 だし， に いては の履修登録 に履修登録を行 なくては

な ません。履修登録が行 れていない科目は，単位認 の とはな ませんので，確実

に履修登録を行って さい。

講 に いては， によ される履修登録 に履修登録しな れ な ま
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せん。 講 は 必ず 講されるとは ません

に 授業が る科目 ， と分 れて授業が る科目 は，

とも履修登録しな れ な ません。な ， に 授業科目 を履修登録する

ことはできません。

履修登録を間違 ない うに してく さい。また， 登録を終 た後に，登録内

に りがないかを履修登録期間内に必ず確認してく さい。履修登録期間を ると原則と

して登録内 の変更はできま 。

授業 ，シ ス， に され で授業が行 れます。 の に る

で確 て きまし 。 だし， に の を って授業が行 れることが

ます。ま ， の を行 が している と なることも ます。

の は の で されます。

受講 の

目の講 に の科目の 授業 に いての が行 れます。 の をよく

し で， の を ることなく，授業に まし 。 な は

に に しまし 。 に いては， に して ますので

してください。

業 ， ー の

業 講 で される とい の は， 実

をまと ることにと まるもの ， れをもとに自分自 の な を するものな

です。 のよ な が れる は，各科目の の を 分に し

で することが必 です。

に，自分の を することが れている では，自分が として

ていることと も ます が ていることの が分 るよ に，自分の

ではない に いては， ， ， の

の を必ず しな れ い ません。 を せずに， の

を自分の として すること ス を は， と れ，

行 として 分の となる場合が ます。

の に っては， ま は で される

の の テ ス も になるので， 読してください。

ま ， の には， っ い が されないまま され

ていることが るので， にする場合には，このことにも をしまし 。

っ を にすること 自分の と が ていることの をしないまま

することで， の とな ない場合も ますので が必 です。

期履修

の 合， の によ ，修業 は 。 の場合は 。 では

の の履修が な を として， 履修 が れています。 に

て，修業 を て に に を履修することによ ， 業

位 得ができます。
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履修 の な

１

システム LACS: Learning Assessment & Communication System は，

の な を確 する に で し システムです。 な授業

で LACS を して，授業の ， ， の受 ， テス を行

います。ま ， の も ま ます。LACS を するに

は自分の ID が必 です。LACS の いての い合 せは ICT で受

ています。

２ システム

では，IC を し システムを しています。授業の

確認は，講 に され IC に を すことによって行います。

IC が されていない ，授業 が 確認を行 場合も

ます。 の場合は，授業 の に従って さい。

な ， は システム https://attend.nagasaki-u.ac.jp/ 確認できます。

システムに するには自分の ID が必 です。

・システム

システムとは， で 講されているす ての授業科目

科目 科目 科目 に し，授業 に て の

を し， な に することによ ， な ムの実

を目 す のことです。 システムの な ， で 講されて

いる科目に いては， ム を してください。

， ， の を得ない によ 授業を し 場合， とし

て に の を て を に することで， の 認が

れ に いて される場合が ます。

の場合

の場合 の

の の場合

， ， の の に する 講

では， による の の を する ， の の授業

の 講 の に いて， 全 講 の 合せ を ていま

す。

に しては， 合せによ されますので， 合せの を 分 の ，各

自の によ がないよ してください。

が に して行 ， ， は が する bb
@ms.nagasaki-u.ac.jp NU-Web システム LACS での を て行 れま

す。授業 の ，授業 の の
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し はす て NU-Web によ されますので，

に は を るよ てください。 を な っ に な になっ

ても は を ことができません。

は， に いては テ に して ます。

スにも に が ます。

な ， で， の ム を るよ にと ，NU Web システムの

LACS の を るよ に されることも ます。授業によっては LACS だ で

を行 ことも ますので しまし 。

C の

１ 受講 り り

受講 は，授業 に いて の さん を受 ， の を授業

に していくこと， よ ， さんが での自 の 修 を することによって自

な を すことを目 としています。

目は，全 で れ 目に て，各授業科目の に せ 目が

されています。 の なさんには，シ スに されている各授業の目 いが実

の授業に いて され ， 授業 が なもので っ ，といっ に いて

しても います。授業を に受 るとともに， の とい きな

できるよ ， に， な で してください。

な ，受講 は NU-Web システムで実 しますが， する に さんの な

の が れることは ません。 の に実 され，各授業の は NU-Web
システム に，各 の は シ の ム で の

を して されます。

２ 修 ー

修 とは， の 修を に し， な の

を し，必 に て 修 を行っていく の 録のことです。 に自分の

修目 を 確にし，ま とに 修 を 録することによ 自分の を確認します。

の 録を に に をも い， を て 確認

が行 れます。

に 手するまでは 科目の が， 手 は の

が とな ます。

自 のための 利用

授業 で していない を自 に することができます。ま ， に，

自 に できる自 が ます。 の を ， の授業 の

な に に してください。

の は， として までの授業 で しな

い です。

を する場合は， に し る必 が ます。 に の に

し， を ， は し して さい。な ， は，

の に してください。
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の は， ま を確実に行ってください。

自 の は， として までです。

必 ー

では， 必 となっています。 な授業で が されます

ので， に を するよ にしてください。

必 の に する は ICT で受 ています。

ICT では， を ない で を できな っ に して，

に の し しも行っています。 しくは ICT の ム を

してください。な ，ICT の業 での には が

とな な の を行います。

照

  の なさんが， にい い な を で してきますが， いのもとにな

ますので， によっては れないことも ます。

ま ， での し の にも れませんので，各 に し

て いてください。 だし， の場合はこの では ません。
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の履修 と履修 に いて

ここでは， の の履修 と履修 に いて， します。 の

いと なる が ますので， しないよ に して さい。

  の履修

１ の授業科目の  

では， の の のと 必修科目， 科目 科目に分 し，

する授業科目の 分は， の の のと です。

２ 授業科目 分の目 及び各科目の目  

【 必修科目 】 

 ール科目  

では， の受 な の を ， に る自

な の を すことを目 としています。 の ， に自

に を に ，科 な と 実 の を 得し，

と による テ シ と ス シ を行 ことによって な

自 を ることが な目 となっています。

ま ， での の として， の シ を ，

ものの ， の を することも っています。

 科 科目  

が を して， に を ，分 ，

， できるよ にします。ま ，このことによって， に る

を し の の となる を 得することにな ます。

 ・ ー ス科目  

の 業 の が する ， を ず， に

る な の しい の しい を できる を に

る ， な分 の を読 く で必 な スの

の を 修します。

 ラ ー ルス科目  

は， 合 として各分 の い を し ス

の の実 をス に て な を行っています。 なる分 で

分 科 目 分

必修科目

科目

科 科目

ス科目

ス科目

科目

科目
科目

科目

科目 科目 ， ス 科 を
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する の が， れ れの で の の ， の に いて

講 し， と の との に る な なが を させ，

スに き合 ス を します。

 科目（ ）  

が ， の と に シ を ， を く

に いての を る の の を目 しています。

○ ーシ ， ，  

を ることを目 にしています。 と に する を

るだ でなく， の での に して，ス は テ

によって を できるよ にします。 ス に いては，

を い ス に る ス を に ることができるよ にします。

○ 合 ， ，  

， ス ，ス ， テ の を スよく

ます。 に いては， の を 読， 読できるよ にします。

ス に いては， を い ス に る ス を に

ることを目 とします。 テ は， に て， に る

テ までを 得します。

【 ール科目 】 

とは， が る 業 の の を る

に され もので ， が しているテ を に なが ，

の が となる とまとま の科目 のことを います。 の となるの

が 科目です。

これ の授業では， さんが に授業に できるよ な と で実 され，

までの授業とは なる テ を することにな ます。ここでは，講 を

受 るだ の の授業 ， さんが に に ， を

得する の授業 が されます。

 ール 科目  

科目は， の に履修することにな ます。 のテ に

して， な を と に な を に る科目です。 科目 単位

が され，全て必修単位となっています。 の授業が されます。

 ール 科目  

科目を受 て， 科目の のテ し，

の に履修することにな ます。テ に 科目 単位 が され，全て

必修単位となっています。 科目では， テ がよ

実し で されます。

【 科目 】 

 科目  

の として必 となる の に 科目が されます。ま ，

を 得する に必 な の の科目も されています。 れ れの科

目の いを し，自分が履修し いと 科目を んで履修してください。

○ ・ス ー 科  

く に する科 な ス の な実
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を 得し， に って な が れるよ に の を し，実 して

いく を 得することを目 にしています。

○ 法 

の ， な位 と の を し， の

を ま て を する を います。

  間 ースで修 すべき （ 修 ） 

科目 分
修得単位

必修

科目

科 科目

ス科目

ス科目

科目

科目

科目

科目

  授業 （シラ ス）に いて 

ーム ー 及び NU-Web システムにシラ スが されています。授業を受講する

に必ず，確認する うにしてく さい。 

【 か のシラ ス参照】 

授業 全

授業 シ ス

- e e e b e  

 ・ ・

１    

授業科目の単位の認 は， の に いて行 れます。

は， ， ， な 各授業科目の 合 な の のことです。

に合 し ときに単位が認 されます。

ま ， には， の 業 が される場合も ます。

２ 定 期   

は， に行 れる のことです。 は，授業 とは

に が されますので， の に従って受 しな れ な ません。

だし，授業科目によっては， に に る が実 されることも

ます。 の に いては，授業 は によって

されますので授業に し， をよく るよ にしてください。

ま ，授業は全 することが で ，授業に し が授業を行っ の 分

の に しない授業科目に いては，受 が れないので してください。な ，

， の を得ない の し が の を て を し

ときは， に いて することが ます。 履修
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    ・ 再   

（ ） 

の で を受 れな っ に して を て行 れる のことです。

， ， の を得ない の ， を受 ることができな っ は，

に の を して の までに し， を受 な れ な ません。

の場合

の場合 の

の の場合

の し， 認な によるものに いては， は認 れません。

され は， の 認されますが， が受 で っ と さ

れるものに いては， を しません。 履修

に実 され に る を の で受 れな っ は，

の を授業 に し てください。この場合の いは各授業 の に

せ れて ， に て が認 れるとは ませんので してください。

（再 ） 

の ， 合 となっ に して の 行 れる のことです。 な が

ない ， ，行いません。 の実 は，各授業 の に せ れて ，実

しない場合が とん です。 履修

     の   

は， ， ， ， ， の をもって し，

が合 単位認 ， が 合 となって

います。 の 認 の 修得単位， との単位 ， 合 は

科目， ス科目 の が ます。 履修

     の   

の の は， システム NU-Webシステム で確認できます。 ，

れ れに を しますので，各自で に を確認してください。

の授業科目の に が る場合は， 受

に に し てください。

 正行 に する  

に いて 行 を行っ には， 履修 の に

き に る の に る の 行 の いに する によ 必

な が行 れます。

行 の 実が認 され 場合は， に すると ， の に履修し の

す ての授業科目に いて の を とし， の に修得し 単位 科目 の授

業科目 を ，す ての単位に いて の単位として認 ない いとな ますので，

行 は 行 と れる行 を行 ないよ 分に してください。

ここでい とは， に されているもので， ， のいずれ に するもの

です。 だし，単位 科目に いては， が る によ ます。

授業 シ ス の の に され もの。

の によ に実 の が ， ， され もの。
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C 履修科目の登録方法（履修登録） 

履修登録とは，NU-Webシステムにて履修科目を登録する手続のことです。履修登録の流れに

従って，よく読んで確実に履修登録を行ってください。

授業科目は，全て各自で NU-Webシステムにて履修登録を行ってください。確実に履修登録が

できていない場合には，授業を受講していても単位は修得できませんので必ず自分で確認をして

ください。

＜ １．必修科目を履修する場合 ＞ 

【 必修科目の履修登録 】

履

修

登

録

期

間

（必修科目（再履修を除く。）を履修するためのルール） 

○ 必修科目（再履修を除く。）では，必ず指定されたクラスで受講する。

○ 必修科目（再履修を除く。）のすべての授業科目を各自が NU-Web システムで

必ず履修登録する。

各自が NU-Web システムを利用して，履修科目の登録・修正・確認を履修登録期間

及び履修登録の調整期間までに行うこと。（原則，授業開始後２週間以内） 

履修登録期間及び履修登録の調整期間終了後は，履修科目の「登録」・「変更」・「削除」

はできない。「参照」はできる。

NU-Web システムでの履修登録作業 

NU-Web システムで自分が受講するクラスを履修登録後，履修科目が確実に登録されて

いるかをしっかり確認し，間違いがなければ「履修手続」が完了！ 

必修科目の確認 
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＜ ２． 科目を履修する場合 ＞ 

科目の確認 

履

修

登

録

期

間

（ 科目を履修するためのルール） 

○ 受講を する 科目の １ 目の授業に して，履修登録期間（授業開

始か １週間以内） に，NU-Web システムで履修登録を行う。

○ の は を した が必 となった場合は，履

修 を行う。履修登録期間内に登録を行った を に を行い，

か れた の履修登録は り される。 の場合は，履修登録の調整

期間（履修登録期間後の 週間） に， の科目を NU-Web システムで履修登録

すること。

履修登録の調整期間を ると，NU-Web システムでの履修登録ができなくなる。

○ 履修 が行 れたか うか，及び に いては， するので必ず確

認すること。

○ 間 に，２科目以 の 履修はできない。

○ 科目（授業科目 が の）は，たと ，授業内 が なって

いて １科目しか履修できない。また， 合 した科目（ 以 で

が した科目）は，再 受講して 再 及び の はできない。

履 修 登 録 期 間 １ 目の授業を受講して履修登録を行う。 

確 認 履修 の ， を で確認する。 

履修登録の調整期間  に れた場合は， の 科目を し履修登録を行う。

各自が NU-Web システムを利用して，履修科目の登録・修正・確認を履修登録期間及び

履修登録の調整期間までに行うこと。（原則，授業開始後２週間以内） 

履修登録期間及び履修登録の調整期間終了後は，履修科目の「登録」・「変更」・「削除」

はできない。「参照」はできる。

NU-Web システムでの履修登録作業 

NU-Web システムで自分が受講する 科目を履修登録後，履修科目が確実に登録されてい

るかをしっかり確認し，間違いがなければ「履修手続」が完了！ 

【 選択科目の履修登録 】
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＜ ． ールを履修する場合 ＞ 

【 ールの履修登録 】

ールの確認 

NU-Web システムで自分が受講するテー の授業科目を履修登録後，履修科目が確実に登

録されているかをしっかり確認し，間違いがなければ「履修手続」が完了！ 

（ ールを履修するためのルール） 

○ ール 科目は， 間 ースを としたテー を履修する

こと。 

○ ール 科目は， 間 ースを としたテー か

し，履修を されたテー の授業科目を履修すること。 

○ テー は で変更することはできない。 

○ 受講 に りが る場合は， を行う場合が る。 

 ール 科目  

・各自が NU-Web システムを利用して，１ 後期の履修登録期間内に ール

科目（２科目）の履修登録を行う。 

 ール 科目  

・１ 後期に ール テー を し， 期間内に する。 

・ ール のテー が 定する。 

・開講 期に合 て，各自が NU-Web システムを利用して，履修登録期間内に履修登録

を行う。 

履修登録期間及び履修登録の調整期間終了後は，履修科目の「登録」・「変更」・「削除」

はできない。「参照」はできる。

NU-Web システムでの履修登録作業 

履

修

登

録

期

間
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＜  ．NU-Web システムでの履修登録と確認 ＞ 

履修しよ とする授業科目が確 し ，授業 をよく て， れ 履修を され

授業科目 を て NU-Web システムで履修登録してください。 履修する科目も NU-Web シ

ステムでの履修登録が必 です。

自分が履修しよ としている ての授業科目が正しく登録されているかを，履修登録

履修登録の までに必ず確認してください。履修 登録の科目を受講していて ，

は修 できま 。

NU-Webシステム は，必ず してください。

 の 修 の認定 

を 。 を 業もしくは し ， は の科目 履修

で っ が の として し， の に いて単位を修得

している場合， の 修得単位を と認 るときは に る授業科目の履修によ

修得し 単位として認 ることが ます。

ま ， の に いて 修 に る 修の を

。 し， の 修を で ると認 るときに いても に る授業科目の履修に

よ 修得し 単位として認 ることが ます。

認 を する は， の 修得単位 の認 に， 業もしくは し

を 。 科目 履修によ ，修得し 科目の を ，

の の までに に しな れ な ません。

科目として認 される単位は，合 単位 とし， の各 の 分 とに

る単位 を ない とします。

科 科目， ス科目， 科目

科目 単位

科目 単位

 定 の 修 に る 認定 

の に る 修の ， に る 修の を

の認 に る スの の に る 修の

いに する によ の授業科目の単位として認 を受 ることができます。

認 の となるのは， に を 得し の に

いて 得 を しないものに ます。

に認 に する を得 場合は，各 の の 履修登録

の までに の を に することによ 単位認 の を行 こと

ができます。ま ， に修得 の認 の授業科目に いては，単位の 認 を受 るこ

とはできません。

単位認

単位認 を する の を する
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の ス履修 に いて

ここでは， の 科目の履修に する を に します。 科目に する に

いては に されています。

１．  

の スの は のよ になっています。これ の は

が てき 実 ス の とい を の の で 確にし も

のです。

の  

な を って の の を できる実 ス の

ースの  

合 ス

ス

勤労者・主婦・退職者などの社会人を対象としたリカレント教育・生涯学習のための夜間

開講コースであり，総合的な視点から現代の経済経営における基礎的かつ実践的能力

を養成することを目指します。

２．履修  

では， の に従って， な ができるよ に ムが さ

れています。 で するよ に

科目 科目 ス科目

と に履修できるよ になって ， に， 科目も されています。

， シ スに されている授業科目の 履修 とはこの の で履修が ましい

を すものです。

のこの履修 に って することで， を て い と分 を ，

実の を する を に ることができるでし 。 ，履修 の の各

科目 分を します の も してください 。 ム の

ム ， ム ，科目 も してください。

（１） 科目 修得単位 6単位

全て 履修 5科目

の を行 科目で ， で ことのできる 分 の を ることを目 に

されています。これ が のよ な を する に のよ に に

の ， の しる を する授業科目です。1科目2単位，す てを修得すると10単位にな ます。 ，

の分 を するよ になる もしれませんが， の には い が です。なる く くの科

目を履修するよ にしまし 。

な ， 修得単位 6単位を て修得し 単位は，自 科目 の単位として 修得単位

に ることができます。

（２） 科目 修得単位 6単位

A B 1 履修 3科目

                       2 履修 1科目

に る の となる授業科目です。 科目が い を する の しる

を するとすれ ， 科目は， い を分 する の を の科目とい

ことにな ます。よ な を る には て れない でなく，ここの まで

も って しな す必 の る な科目です。 の 4単位， の科目は2単位で ，す てを修得す
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ると10単位にな ます。 科目 ， い の を確 する にも，なる く くの科目を履

修することが ましいでし 。

（ ） ース科目 修得単位 58単位

合 スの を る に に され 授業科目です。 に れ

ているよ に， ス科目にはテ が ，ま ，テ の科目には な履修 が ます。履修

の となる 科目に しては各科目のシ スに されています。す て2単位科目です。

ス科目は， 科目 科目まで に され を とし な講

となっていますので， れまでのテ ス 講 を に きなが を が てくださ

い。ま ， の科目の に いてはシ スを してください。

（ ） 修得単位 4単位

の な を って の の を できる実

ス の を実 する に， ，ま ， と が し， の を ，

と の を する の です。

1 科目の に続き， 科目に (4) (4) の2科目が

ます。各 は のよ な を っています。

ま と との を ， を し ， を く 修

する の 。必修科目で， 履修 は3 です。

業 の の スを して と の を する の で

， 業 を の とします。 科目で， を修得していることが とな ま

す。 履修 は4 です。

これ の科目の履修に いては， の の を してください。

（ ）自 科目（ ・ ） 修得単位 24単位

自 科目 とは，科目 分に ず， 科目 るいは 科目の 自

に し履修する授業科目です。 の各科目 分 るいは の の科目 分

とに され 修得単位 を て修得し 科目の単位は， 業 に，この自 科目

として れます。

科目 

に いては， 業 を 得することができます。

の には，1 の4 に行 れる に し， を受 の ， で され

る 受講 で受講 をしなくてはな ません。

，履修していく必 の る科目が 科目です。

に いては， 22 と の 得に いて を してください。

（ ） 開 科目 

には されていないが， 必 で るとして に される授業科目が ます。

のよ な科目を 科目と います。 科目に する は の NU-Web
に されますので， とすことがないよ せに しまし 。

（ ） 講  

の授業科目は ま は と います。 講されますが， に 講さ

れる授業科目が ます。このよ な授業科目を 講 と います。 講 は履修登録 履修登録

も の授業科目とは な ます。 講 に する は の NU-Web に

されますので， とすことがないよ せに しまし 。
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． 間 ースの授業科目の履修 

合 スは ス とい 分 るよ に， に 講される授業科目の履修を と

する スとい で， スの科目も履修できるよ になっています。 だし， スの授業科

目を でも履修できる ではなく， が ます。

(1)  スの授業科目の 履修できる科目

  a 科目の の 科目 科目 ス科目 自 科目

だし， ス plus ム科目 の科目 ， ス実

ム科目 の科目 と，シ ス に スに することを して る科目

は く。

b  科目 の 科目

(2)  (1)の aは，履修し 単位を 修得単位 に ることができます。 だし，

60単位を の場合は 単位を とします。

ま ，a で， スの科目と の科目の単位は， スの 科目の単位とし，

スの科目と ではない科目の単位は， 自 科目 の単位とします。

従って， のよ にな ます

a  ， ， ， 科目の れ れの科目

自 科目

b  ， 科目の れ れの科目

， ， 自 科目

ス科目の の による

． の認定 

な がない ，講 には してください。授業に し， によ 実 される

に合 すると， の授業科目の単位が認 されます。 の は科目 によって な ，各科目

の の はシ ス の によ されます。 だし は， 業 によ

単位の認 が行 れます。 に いては， に いて を してください。

の は のよ になっています

合

100 90 AA A に れている

89 80 A 授業科目の 目 に な を に て ，

授業で に る き を 分に 得している

79 70 B C に れているがAに ない場合

69 60 C 授業科目の 目 を して ，授業で に る

き の を 得している

合

59 D 授業科目の 目 を していない

K 

受講 ( )は しているが 100 の ，

合 で40 を る得 を 分され 目

の を受 ない しない の ，

を行っても60 に しない場合

S な 授業科目に いて され 受講 ( )

を さない場合
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授業科目を受講する の として科目 が す のこと。 ， 科目で

は， の の3分の2 することが となって ，これを さない場合は受講

し ものと なさない。

科目によっては， 合 の を するもの，ま ，合 し ことを 認 と するものも ま

すので， しまし 。

．履修  

な履修を行 ， に履修登録できる授業科目単位 には のよ な が ます

  1 2 各48単位 3 4 各50単位

，1 の 単位 の 分を1 に履修登録します。

だし，1 に40単位 を修得し， ， の による ( GPA
とい 。)が2.8 で る場合には， の履修 が されます。

な 科目， ス科目， 科目， の を 得しよ とする の自

科目 科目 は く。

AAの Aの   Bの   Cの D
単位 4   単位 3   単位 2 単位 1 の単位 0

GPA  =           
1 の履修登録単位

な ， 合 認 とい の科目はGPA には まれません。

． の 定 に いて の も してください

授業科目は な によってこ が に くものですが， ， でも

はよ な が必 とされる科目です。

は れ れ 1 4単位の科目です。 は を 履修 と

する 必修科目で， は 科目です。

の は では12 に行 れます。 11 に の

を し が されます。 の ， の が ，この に で に

いて に することができます。この の ，自分の を の で し

ます。 の までには， に， による が行 れ ， に され の を

れることが ます。 の に しては，さま まな を るとともに，自分の が こに

るの しっ るとい な が です。

の単位修得 ， のもとで を 業 を るのが です。自分の

の るテ に ことが 業 を き る の となるのは自 でし が， を

くく ，ま 自 の し の として く手 に るのも 業 です。 の と

して 業 に 手する ， のよ なテ に ， の の し，履修を す

る場合は に に しまし 。

． に り修 した の認定 

の は に いて授業科目を履修し単位を修得し 場合， が を し，

の 修が で ると認 れれ ， の単位を に いて修得し 単位として認 することが

ます。認 を する場合は，[ ] の に いて修得し 単位を認 する手続きに する

に れていますので，必ず に に い合 せてください。
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． 業の認定 

に の場合 し， 科目 科目の 修得単位 合 124
単位。[ ] の を 。 をす て修得すると， 授 の を て，

業が認 されます。 の 業 には の 位が授 されます。

スの単位で 修得単位 として認 れるのは 単位までで ること の場合は 単位

までで ること と， 業するには， の授業科目の 分 とに 修得単位 ない

とい ませんので， 分に してください。

では自分の き を自 し，自 して れを することにな ます。 の が

履修す き科目の です。 は必修 るいは必修に い授業科目が いのですが，履修 単位

で自 に できる科目も されています。 で のよ なことを に いの ， るいは のよ なこ

とを いの ， にし いの ，とい 自分の まれる に を ， も く

の で自分の い を るよ にしまし 。
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スの に いて

に する を， の に実 しますので， 履修 は必ず

してください。 に いての は， で する によ します。

１．履修  

必修 履修 を履修する には， に る単位 を修得していな れ な

ません。

科目の修得単位 が 単位 科目 単位 を

科目の修得単位 が 単位

履修 を履修する には， の単位を修得していな れ な ま

せん。

２．履修方法 

は， として の の で履修しな れ な ません。

を 履修する場合は， の に に履修手続きを行い， として に を

する の の で履修しな れ な ません。 だし， に履修し による 履

修を する場合は， の の を得 で履修することができます。

を得ない によ に いて履修することができない場合は， の

が認 れることが ます。 の ， ， に必 と認

れる場合に る。

の単位認 は， の され に する 業 によって行 れます。

の 履修は， の を得 で履修することができます。

． 及び履修手続

各 の は を しています。

の は， の に いて履修手続 の に行います。

だし，この の による は， くまでも です。 は の

に の履修 を している が確 し ， の に によ します。

の で の履修 を している に いては， によ 手続きをしてくださ

い。

に で される を に， の を に し，

までに に してください。な ， までに されな れ ，

受 されません。

は， に の がな れ ， に きが る の

に しても ことにな ます。

は， れ れ の履修登録 に履修登録しな れ な ません。

は，履修登録の 単位 には しません。

． 用 の  

は， に て れ で行 れます。

を する場合は， に の に し， を ， は し

してください。な ， は， の に してください。

の は， として までとし， に するときは

に し てください。

は， を確実に行ってください。
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に る の の ， を の 目 に ています。 に

いては の で確認してください。

． 目及び 講 講 は とに ます

目

授

授

授

行
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につ 夜間主

１．（ 期 ） 業 は の の に してください。 だし， を

で， 業 は， の の に することができます。

２．（ 間 の の までとします。 は， 受 ません。

．（ 場  

．（作 ） 

業の場合は， に， 業 ，

， ， ， ， 業 の に いて を受 ってください。 ，

，目 と のテ は， ム できます。

と のテ は です。

， の場合， を しますが，自分で しても いません。

ま ，手 きの場合， は を い， の で してください。

業 は， ， ，目 ， 録 ， を よ な ， に

を してください。 録 ， の の は に る です。 だし，

には， ， を ます。 録は 必 なときに てください。

の場合

， で くとき， に きとし， 行， 全 ， の

は を とする で とします。

手 きの場合， の の に き とします。

の場合

， で し， に きとし， 行， ， の

は を とする で とします。

の で する場合は， までに に してください。

に 業 ， 業 ， ， ス， ， を してください。

の は とします の場合は， 。

， ，目 ， の に ， で ものが 業 とな ます。

．（ ） 

の の に， の を に し， せて に を得

， 業 の に を して さい。 は にす ず，

単位認 を するものでは ません 。

にて， が を の ， 業 と 業 を してください。

に いて， な が れ の を受 てください。

．（ ） 業 は に で の を行いますが， の が れ ，

の までを として で することができます。 だし， の に

はなく のと ，目 に 分 を し で，各 が と を に

します。 が して ， を各 とに分 して行 ， が るときに，

の が ます。 は分 れ れに して行 れ，各 とに されます。

― 23 ―



に いて

ここでは， 科目を に します。 科目に いては， の に され

ています。 いが なる 分が ますので， しないよ に してください。

１．

は， ， ， の の によ 行 れます。

は， 授業科目の授業がす て し の 各 各 に を て行 も

の ，各 の に を て行 もの の ，授業科目によっては に

が行 れることが ます。

２．定期 ・ 間

は， の に する に って行います。

は， とに行 を します。 だし，授業科目によっては

に行 ことも ます。

は， の に します。

授業は全 することが で ，授業に し が の の授業 の る

を る授業科目は受 を認 れないことが ます。ま ， の の に履修登録を行ってい

ない授業科目は として受 を認 れません。

．定期 （ 間 ・ を ）受 の

は，履修登録を行っ 授業科目に 受 できます。

履修科目登録を行っていない授業科目を受講し， を受 ても の にはな ません。

は， として， 分ま は 分となっています。

分 には し， され に してください。

は， を必ず し の され 場 に いてください。

の で手 にない は に ス

を し， を受 てください。な を れ は

に に し て の を受 る必 が ます。

には， され の 行してください。 を とする の は必ず

って， な にしまってください。 の には， ， に必 な を さ

れ の を き， の には を れてはい ません。 の のもの れを は

な にしまってください。

し は として 分までは を認 ます。 だし， は しません。

分 し ときは， のい んに ず受 を しません。

は， の が る場合を き， 分 認 ます。

は ってはい ません。 は必ず各自が に しな れ な ません。

に いてはす て の に従ってください。

．

   の を得ない によ を受 ることができない， は受 ることが

できな っ に しては を行います。 を受 よ とする は， の

までに ま は する までに の は を て を し，

の を受 な れ な ません。
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．再  

の ， 合 となっ に して の 行 れる は行いません。

． の  

は， システム システム で確認できます。 ， れ れに

を で せしますので，各自で に を確認してください。 な

が る場合は， だ に い合 せてください。

の は のよ になっています

合

100 90 AA A に れている

89 80 A 
授業科目の 目 に な を に て ，

授業で に る き を 分に 得している

79 70 B C に れているがAに ない場合

69 60 C 
授業科目の 目 を して ，授業で に る

き の を 得している

合

59 D 授業科目の 目 を していない

K 

受講 ( )は しているが 100 の ，

合 で 40 を る得 を 分され 目

の を受 ない しない の ，

を行っても60 に しない場合

S 
な 授業科目に いて され 受講 ( )

を さない場合

授業科目を受講する の として科目 が す のこと。 ， 科目

では， の の3分の2 することが となって ，これを さない場合は

受講し ものと なさない。

科目によっては， 合 の を するもの，ま ，合 し ことを 認 と するものも

ます

に が る場合には， ， れ れの の に に する

てを行 ことができます。 は， の スは ，

スは 分までです。 てを行 ときは， にて に する

を しな れ な ません。 は が 業となるので，

を確認して さい。

合 となっ 授業科目 単位を認 され 授業科目 は， 履修できません。

． 正行 に する

に いて 行 を行っ には の に る の 行 の いに す

る 合せ この には していません に き必 な が行 れます。

行 の 実が認 され 場合は，この 合せに ると ， の に履修し 科目

科目 として 講され ものを く のす てに いて の を とします。ま ，

の に を の履修によ 修得し 単位に いても， の 科目の単

位として認 ない いとな ます。さ に，[ ]の に る の とな

る場合が ます。
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教育職員免許状の修得について

修
免許状の種類・・・・

免許教科・・・・

修 の の

標準履
科目 授業科目名 単位 必修・選択 備考

修年次

選択必修

（３年次終了

時までに必ず

修得すること）

商業の関係科目（下記の履修方法に

より修得すること｡）

１２

教科及び教

科の指導法

に関する科 １６ 選択

目 職業指導 ☆ ４ 必修
（３年次終了
時までに必ず
修得すること）

２・３

昼間コースと合同
商業教科教育法 ☆ ４ ３

教育原理（教育課程の意義及び編成

の方法の内容を含む。）☆
２ １

教育の基礎 教育社会・制度論 ☆ ２ 必修
（３年次終了
時までに必ず
修得すること）

１ 昼間コースの教養教育課

程（文教地区）で提供され

る科目を履修
的理解

教育心理学 ☆ ２ １
に関する科

目 特別な支援を必要とする子どもの

理解 ☆
２ １

教育職業論 ☆ ２ ２・３ 昼間コースと合同

特別活動及び総合的な学習の時間

の指導法 ☆
２ ２

道徳，総合

的な学習の 必修
（３年次終了
時までに必ず
修得すること）

時間等の指 教育方法・技術論 ☆ １ ２ 昼間コースの教養教育課

程（文教地区）で提供され

る科目を履修

導法及び生
ICT活用の理論と実践 ☆ １ ２

徒指導，教

育相談等に 生徒・進路指導論 ☆ ２ ２
関する科目

教育相談 ☆ ２ ２

昼間コースと合同

教育実習前後に実施
事前･事後指導 ☆ １ ４

必修
教育実践に

教育実習 ☆ ２ （４年次に履 ４ 教育実習校で実習
関する科目 修） 後期に教育学部，経済学

部，及び実習協力校で実施
教職実践演習（高等学校）☆ ２ ４

日本国憲法 ２ 1 
免許法施行

規則第 66 健康・スポーツ科学 ２ 1 
必修

条の6 に定 英語ビジネスコミュニケーションⅠ ２ ２・３
める科目

情報基礎 ２ １

合 計 ６７

※網掛けは，履修上限単位数及び最低修得単位数に含まれない。
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．履修方法
科 科の に する科目

業の 科目 の 必修の 単位は， 科目の ， までに修得し

な れ な ません。

， ， ， ， ， ， ， ， ，

， ， ， ， ， ， ，

， ， ， ， ， ，

業の 科目 の の 単位は， の授業科目 の 科目の 修得しな れ

な ません。

， ， ， 業 ， ， システム ， 行 ，

， ， ， ， ， ， シ

， ， ， ス シ ，

シ ，

の に する科目 ， ， 合 な の の ，

に する科目 実 に する科目

スの で される科目の履修に いては， の履修登録とは

に し が必 ですので， に すること。

実 に いて

実 は 単位 の実 科目として 実 で 実 を行います。

は 単位 の実 科目です。

実 を受講するには， 修得の の 単位 の 必修

で し までに修得する き単位 をす て修得して な れ な ません。

実 に いて

実 は 単位 の実 科目として， に ，

実 で実 されます。

実 履修の として，各 科目履修 に が し， 自 が自 を

する 履修 テ を しな れ な ません。

行 の に る科目

スで される 科目の「 法」，「 ・ス ー 科 」，「 」を必

ず修得しな れ な ません。

科目の「 ス ーシ 」を必ず修得しな れ な ません。

修得単位の いに いて

修得の の 単位 の科目 で，科目 の に を し 科目は，履修 単位

修得単位 に しません。

． の
の修得 は， に する のいずれ に必ず し，受講

を し で，履修を して さい。

の授業科目を履修することが必 ですので，履修 は 場の とよく の ，受講する

よ にして さい。

が実 する を修得して さい。

実 を受講するまでに， の に して いて さい。
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流に いて

に いて

， の として できる には， のものが ます。

流 るいは 流 に く ま は

の ないし に 授業 を る必 がないこと， をする必 がないことが よ の

とい ます。

の な としては， スス ス ， ス

， ， シ ， ス

ス ， ， ， ， ，

， が れます。な でも とはもっと

も い が続いています。

，

，

，

，

は ス の な流行に い を

，

の との による 修

科目の を履修する必 が る ， のもので，これを修 すると 単位分の

の単位認 ができます。

これまでの 修実 は の です。

合 ， ，

ス ス ， ，

合

シ

ス ， ， ，

ス ，

， ， ，

， ，

の との による 修

修 よ 修
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全 の 単位の授業科目として位 れているもので， で行 れる 修，

修とともに， 流 の る で 修 による講 ， 業 ， 流 を受 るのが です。

修が行 れる に単位が されます。 修が実 される は， 業 ま は，

です。 の ， 業を は の 修には することができません。 し，

講されるとは ません。

自分で を して するもの

との 流に いて

， には， ， 科 修 ， ， ，

， 合 せて の が しています。 の が ですが， ，

ム， ， ， ， 全 の も

しています。

の ， ， ， シ の が に しています。

と 流して， な をすることは な の を がくことになるはずです。

も との 流を んでいます。 ， を して， との 流を る

のも の い手 とい るでし 。

に きましては， の ム を ください。

-

e -
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に いて

ス

でも ですので ください

場 の

の の の です

- - の

はる

認

による

手までの は の が 手 は

の が を受 ます。 をする で ないこと での と

な を してください。

なんでも

の に しにくい に いては に

でも がいますので に してください。

ス

ス に する に する に ス を していますので

してください。な するに っては ス が し

に いて 録し の を得て くことが まれます。

ま ス に でも に

いても ス に する を受 ていますので に してくださ

い。

さま まな にも を る で な手続きをする に の

認 認 が必 になることが ます。 認が必 な を す場合は

を に し で ないし 認 をも よ にしてください。

よ しくは に される に

が ます。必ず目を して いてください。

の

に すること

に ください。

に て

の もします。
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の ICT に いて

１．は めに

には NUNet Nagasaki University campus information Network
が ， に されている 26 の まっ 必 の な

はこのNUNet で に 続することにな ます。

２． ・ ス ー と利用 な ー ス

NUNet を ，履修登録を行 システム NU-Web 講 な で される

システム LACS: Learning Assessment & Communication System ， ， LAN
Wi-Fi といっ くのシステムでは ID ID が れます。 ID とは の

に される の bb と ス のことで ICT が しています。

 ール https://outlook.office365.com/
の には が れます。授業 に する が で行

れることが ます。 は確実に確認してください。 は の です。

bb @ms.nagasaki-u.ac.jp 
 Office 365 https://portal.office.com/

スは Office 365 として Android iOS の で できます。ま ，

は Office365 ス を の に ス して できます。

での には な に されている を します。必 となる は

の https://www.lb.nagasaki-u.ac.jp/use/pc/ を してください。

 システム https://attend.nagasaki-u.ac.jp/
では， を し システムを しています。授業の 確認は講 に

され IC に を すことによって行います。 で認 できない場合には

講 の IC システム を授業 に して さい。

 システム（LACS） https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/
LACS は， の な を確 する に で し システムです。 な

授業でLACS を して，授業の ， ， の受 ， テス な が行

れます。LACS の いての い合 せは ICT で受 ています。

 システム（NU-Web） https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/
履修登録 を行 NU-Web は の が とな ます。

 VPN https://v-conn.nagasaki-u.ac.jp/
の に します。

NU-Web の の な を する に します。

 LAN（ Wi-Fi）
講 ， ， な で LAN が です。必 ス ， な で す

ることができます。 LAN の 場 に いては， の を確認する ，ICT
の ム http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/wifi.html を してください。
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． ID 用 ス ー の変更方法

ID を する各 システム の として uPortal https://uportal.nagasaki-u.ac.jp/ が

します。uPortal には ID の ス を する も されています。

の の を する の手 が の が っている ス です。

従って， ス は 単に できるよ なものは で ，ま な を いて しいものに

するのが しい です。な ， し ス を しても い せなくなってしまっ 場合

は uPortal に登録し スを し ス ができます。

．（必 ） ・ス ー の

の を に 続するときは，自分の を ， に を ない

に， ス な を ス し， に の となるよ に が てください。ま ，

が ないとこ 手し ム を するときには， に ス

を行 な 自分の は自分で ることを て行 するよ に が てください。な ，

には， ークを に利用するために も してください。

．必 ー ・ICT ー

26 の必 が されまし 。 な授業で が されま

すので， に を するよ にしてください。必 の に する は

ICT が受 ています。ICT では， な の を得ない で を

できな っ に し， に の し しも行っています。 しくは ICT
に する http://www.cc.nagasaki-u.ac.jp/service/essential_pc/support.html を

してください。

． ー ー に いての 方法

の い ， の は， の 科目で することが

できます。 単位の も です。ま ， に いての を

するには の を して自 することが です。
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ークを に利用するために

を するときには を な れ な ないことが ます。 ， ，

ス， ， スの ， の5 に分 て します。

に しいことは， で 講される の科目 ，ICT の ム で

されていますので， こでの にも 分 を ってください。

１． ー

で る き に いて， にいく の を ますが， は として

る き ， は の と ます。

手の ， を ずに シ を ることが いので， を受 る 手に

する を が まし 。

に を る行 をしてはい ません。 ， を すること， の

シ を すること， の を することな をしてはい ません。

， に する行 に く行 をしてはい ません。

自分の ス を に させてはい ません。ま ， のものを してもい ま

せん。

， ， ム な に な の を

に してはい ません。 の を する が ます。

の な を する行 をしてはい ません。 ， な の

きな を し を に に するな の行 をしてはい ません。

のシステムを ， に する行 をしてはい ません。

この に を い として， を するときの ， な に する

ときの な が ます。

２． ー ルス

スは， の の ム に の を すこと

を目 に に され ムで，自 ， ， な ， の ス

と よ な を っています。 するとシステムが が なくなっ ， な場合には

ス が され ， ス を が され するな の が

ます。 スに しない に， のよ なことに を まし 。

には ス を ス しまし 。

が ないとこ 手し ム を するときには， に

で ス を行いまし 。

手 の には スが んでいることが ます。 に

を くと することが ますので， な は することを ます。

もし， ステ シ の に スな に し とい が さ

れ ときには， のままの にして に してください。

スに する に しい は， 行 IPA : Information-
technology Promotion Agency, Japan の https://www.ipa.go.jp/security/ な を

してください。
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． ール

を っていると， ず ずの 業 しきとこ ， ，

しい ， の手 の な の のない が に れて ること

が ます。これ しては のよ なことに を まし 。

な の が する場 に る に

ス を すると， れ をもとに が れ る場合が ます。自分の

ス を するのが に をよく て まし 。

はす しまし 。 だし，受 る が いとき ， に い

な が る ときは， に てください。 れ れの に を ます。

． 正 ク スの

12 2 13 に ス行 の に する ス が 行されまし 。

この によ ， のよ な行 は 行 とな ， は されます。

ス による ス が る に し， を し

て の ス を で すること。

ス が る に し， を して な を す

るな して をすることができる にさせること，ま をしてしま こと。

の ス を に な で ， な に し すること。

し がって， １． ー で こと に のよ なことを が てください。

に自分の ス を ない。

もし， の ス に する な を ， に る。

自分の ， ， な ， に できるものを ス に しない。

ス は に する。

． ーク

を し は して ， が に き まれる も きています。

のよ に な が きていますので， に ことが るときは， まで てください。

ム な に の の スな を し， の

を に し ， が が せをし することを る。

の な が に れてくる。まるで自分の行 を している のよ な

の で る。 ス ー ー

れてき に ス が ， の ス に っている の 行 に を んで，

は ス の 位 をはずし ，自分の 行 を の ス に き を

の に る。 ー を利用した ず 講

のシ の を し が，いく っても を ってこない。 ， の

ム を よ とすると， ム のものが されてい 。 ーク

な になくてはな ないものとなっ ですが，

は ず ずの の がさま まに 流し 場で ると ます。 の をよく し， 全

で な を が ， を こし き まれ しないよ しまし 。
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授業 の

では授業 を る として を行っています。

手続き に され によ され の ，

に のと が行 れます。

行を とん の が ですので， 手続き に 登録の は，

によ 登録してください。

授業 に き し

授業 に き し

の が 業 の場合は 業 とな ます。

授業 は， に することにな ます。 に され 場合

は， は にな ます。

は， ， に です。

の では できません。

授業 の に いては を ください。

- e ee e
ム 授業 に する せ

この の い合 せ

を く
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授業 除・ に いて 

  の修 （ 除 授業 除） 

業 で に している （ が「 」 の を ）を に ・授

業 除及び が される です。 

 

を する  

し の で って 以 のいずれかに する場合は  

法定  

が「 」 「 の 」 は「 の 」で る  

が「定 」で って に する が る  

に した 期に いて 以 のいずれかに する  

を めて 業した の する の の か した までの期間が を して

いない  の に を 業 までに に した の 

業 認定 の受 を した （ となる ）の か 認定 に合 した の す

る の までの期間が を していない （ を していて  認定 を受 していた は

）で か 認定 に合 した の する の の か した までの期間が を して

いない  

び の を修了した に いては に し てく さい。 

内 （ ーを用いた を に の 分に分かれます。）

の は となります。 

受 の と の場合 の は 内の となります。 

用になるためには 業 と を たす必 が りますが に いては「

シ ー ー」か に するか シ ーシ ができます。 

（ - ） 

分 自  自  

分 

・授業 除 除 

     

         （ ） 

・授業 除 除 

     

分 

・授業 除 除 

     

         （ ） 

・授業 除 除 

     

分 

・授業 除 除 

     

          （ ） 

・授業 除 除 
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２  自で行う授業 除  

 は 自で行う授業 除 に が です。 

 

（正 の ） 

に り授業 の が で り か 業 と認め れる  

授業 の各期に 期 以内（ に する した の する期分の 除に る場合は 以内）に

いて が し は しくは が の を受けたことに って授業 の が

しく と認め れる  

内  

除 は 除 

   

， の 方 の が ります。 

の ーで り っていますので， は ーに いて を し，

指 を受けてく さい。 

 な ， 授業 除の 内は， ー及び の に り行いますので， 期

な を とさない うに してく さい。 

い合   

  

（ ）  

 -  

・ ・ を除く
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(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7) ,

(8)
(9)

(10)
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1
2
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
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学生の について

学学生 規程では，学 の と て は，次の の に するものを に行 。

とされています。

(1) 業 は修了時に いて，特に な成 を修め と め れる学生

(2) 学術 活動に いて，国 的 は 国的規 の学会 を け 合，社会的に高い を

け 合など， な業 を と め れる学生 は学生

(3) 課 活動に いて，国 的規 の 技会， 会， 演会等( 下 技会等 とい 。)に ，

は 演( 下 等 とい 。) 合， 国的規 の 技会等に 等を ，第 3 位まで

に (これに相 する を含む。) 合， 地区 は 地区を含む 数の地区 合同で行

技会等に 等を ， (これに相 する を含む。) 合など， な成 を と め

れる学生 は学生

(4) ン 活動等の社会活動に いて， 等 等を け 学生 は学生

(5) ， 等に ，本学の名 を 高め と め れる学生 は学生

(6) 前 と同等 上の に する行 と め れる学生 は学生

(7) の 学 特に に する行 と め れる学生 は学生

な ，経済学部学生 内規も学部 の と て，これに準 て定め れています。

するよ な 合には， 等も りますので学 係 相談 て さい。

学経済学部学生 内規では，学部 の と て は，次の の に するものを

に行 。 とされています。

(1) 業時に いて，特に な成 を修め と め れる学生

(2) 学術 活動に いて，国 的 は 国的規 の学会 を け 合，社会的に高い を

け 合など， な業 を と め れる学生 は学生

(3) TOEIC，TOEFL等 国語 力 に いて特に な成 を修め と め れる学生

(4) 課 活動に いて，国 的規 の 技会， 会， 演会等（ 下 技会等 とい 。）に ，

は 演（ 下 等 とい 。） 合， 国的規 の 技会等に 等を ，第３位ま

でに （これに相 する を含む。） 合， 地区 は 地区を含む 数の地区 合同で

行 技会等に 等を ， （これに相 する を含む。） 合など， な成 を と

め れる学生 は学生

(5) ン 活動等の社会活動に いて， を け 学生 は学生

(6) ， 等に ，本学部の名 を 高め と め れる学生 は学生

(7) の に する行 と め れる学生 は学生
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が 業 に いて

１．

授業 授業 に すること。

， に すること。

業 の に すること。

，シ ス， の に すること。

の 分 ， ， ， 業 に すること。

に すること。

業 に すること。

に すること。

， 業， の に すること。

に すること。

の に すること。

２．

に すること。

に すること。

各 を く に すること。

に すること。

に すること。

， に すること。

自 に すること。

の の に すること。

． の びに に いて

  の に は，す て によって行います。 は必ず を るよ に

てください。な ， し に いては， に し ものとして します。
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． 手続きに いて

の ， は のと です。

履修 の手続

履修登録
授業 の まで

講 に いては する
各 の

に の の まで を

業 業 まで

の まで の が必

の が必

履修
の

の はできない

履修 の の

の の

を は に る

手続きとなる すること

分 の手続

が とき

き続き 修 を しよ とするとき，

な を て すること

のときは の を すること

が とき な を て すること

の

が し とき
で し ときは の を すること

受
の

まで

の

授業 の ， の となるので 確に

が とき

は を すること

の

ること
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の 行手続

業 自 行 で 行が受 れる

を

行 ス の

も

を する の までに

し こと

に る に

受 に の が必

の に

自 行 で 行が受 れ

る
行

授 業

授業

分 を

の する

に を し とき
が い ること

き続き を 続しよ とする

とき

の
が い ること

の

によ する
に る

を

の を する まで システム

の に に システム

に で が れる場合， で

の手続

の各 まで，

もしくは し とき

の に ず，全 が必ず

すること は NU-Web 行

でも 得， 確

には， の すること

を する の

までに し こと

で 行する ，

行 に し， に

の を いの ，

これ の を すること

に， の が必
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利 用 内

だし， 業

ム

分 ム

は る

   

る

には が必 です。

を の に させると が き， できます。

る

てください。

には が ます。 の 手続きをしないで すると，

が ， が されます。 しは 行 です

な の に し， が ることが ます。

手 な の確認に ください。

と  

る

を るには， が必 です。 の 自 が です。

と

ることができます。

分 の も ることができます。

の は の の がな れ ， まで です。

手続きは， ま は， ム 行 ことができます。

業 の に 分 に の もできます。

する

してください。 は， の ス を ください。

分 に することもできます。

を 場合は， れ 分だ とな ます。
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と  

， な の

自

シ ス な

の

の

目

の し方 

で す

は 分 で されています。

目録 で す

の ム に る を れます。

で す

全 を な の を ス しています。

ス で す

科 な の スを ス しています。
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の の ー ス 

ス ス

に必 な を す 手 いをします。

の し ， の い ， の な

ス

の ， の ， ， ， スの を行

っています。

の

の に の ができます

を する場合は， を 行します。

の

が必 と が できます。

ス が 全 で です。

ス は で しします。

では に する各 を受 ています。

の

に の が ます。

の は， の で できます。 を って しまし

の場合

の

に の で できる が ます。

ス シ の場として ください。

の で の を することができます。

は で しします。

の ム され を ることができます。

分 の には， の で る 業 の の な

を しています。 の は に ください。

で っても い いこと
では にしまし

での は です

での は の場 で
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講

経済学
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則 

目

修業 ， ， ， 業

， ， ， ， ， ， ， ， ，

の ，授業科目の 分 ，単位，履修 ， 単位の授

業 位 に の 授 の の 得

， ，授業

科目 履修 ， ， 講 ， の

目

とい 。 は，

に する に き，実 を し の を

し， い と な い を ， に ん

だ を し，もって に することを目 とする。

の の修業 ， ， の の の修 必 な に

いては，この の るとこ による。

の目 の

の 各 は， ， 科 は とに， の に する目 の の

の目 を に ， するものとする。

， 科，

の に， の 科 を く。

科

科

合 科

科， 科

科

科， 科 科

科 科 科

科

科 科 科

科
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は 講 とし， に授業を行 ス ス とい 。

として に授業を行 ス ス とい 。 を く。

は， のと とする。

講

に る は 科に，講 ， 科目 を くことができる。

の講 ， 科目 は， に る。

修業 ， ， ， 業

修業

の修業 は， とする。 だし， 科， 科

に っては， とする。

に の単位を修得し の修業 の

の の が に する科目 履修 は の に

する の の履修 として の単位を修得し に に する場合に いて，

単位の修得によ の の を履修し と認 れるときは，修得し 単

位 の の を して 授 の を て が る を修業 に

することができる。 だし， の は，修業 の 分の を てはな ない。

に る は，修業 の を ることができない。

は に ま ， に る。

を分 て， の とする。

まで

まで

に る各 は， に分 ることができる。

の に ず， の によ ， が することが る。

業

業 は， のと とする。

の に する に する

業 まで

業 まで

業 まで

の に ず， の によ ， が することが る。

は，必 が ると認 るときは， の 業 を ることができる。

， ， ， ， ， ， ， ， ，

の

の は， の とする。 だし， の に させることができ

る。

に することのできる は， の各 の に する とする。

は を 業し

の による の を修 し は の の によ ，

これに する を修 し

に いて に る の を修 し はこれに ずる で

科 の し もの
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科 が の と の を するものとして認 し

の を修 し

修 の 修業 が で ること の の 科 が

る を すものに る。 で 科 が に するものを 科 が

る に修 し

科 の し

業 認 科 による

業 認 に合 し の による の

による に合 し を

。

の によ に し

で って， に いて， に る を受 るに さ しい が ると認

もの

に いて， の によ ， を 業し と の

が ると認 で， に し もの

の手続

は， の手続によ ， い な れ な ない。

に しては， の

るとこ によ ， を行 。

合 の

の による合 の は，各 授 の を て， が行 。

を する の

， 科 は 科 の に することのできる

は， の各 のいずれ に する で， ， が に る を す

る とし， を行っ ， 授 の を て， が を する。

を 業し

の によ の 位を授 され

しくは を 業し はこれと の が ると認

れる

に いて に る の を修 し

の が行 に る授業科目を が に いて履修することによ

の に る の を修 し

が に いて， の の の修 が の に

る の を修 し とされるものに る。 を するものとして の

に いて位 れ で って， 科 が に するもの

の を修 し

修 の 修業 が で ること の の 科 の

る を すものに る。 を修 し に する を する

に る。

， の の 科の 修業 が

で ること の の 科 の る を すものに る。 を修

し に する を する に る。

科の に することのできる は， の各 のいずれ に す

る とし， を行っ ， 授 の を て， が を する。

を 業し

の によ の 位を授 され

に いて に る の を修 し
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の が行 に る授業科目を が に いて履修することによ

の に る の を修 し

が に いて， の の の修 が の に る

の を修 し とされるものに る。 を するものとして の

に いて位 れ で って， 科 が に するものの

を修 し

修 の 修業 が で ること の の 科 が

る を すものに る。 で 科 が に するものを 科 が

る に修 し

の る場合の

の各 のいずれ に する に いては， の る場合に ， の ，

授 の を て， が を することが る。

の によ の 位を授 され で， を

するもの

， ， 業 は を 業し

で， を するもの

しくは の を修 し は 行

に する従 の による の を修 し，

しくはこれ の を 業し で， を するもの

に いて に る の を修 し で， を するも

の

の が行 に る授業科目を が に いて履修することによ

の に る の を修 し で， を するもの

が に いて， の の の修 が の に

る の を修 し とされるものに る。 を するものとして の

に いて位 れ で って， 科 が に するもの

の を修 し で， を するもの

修 の 修業 が で ること の の 科 の

る を すものに る。 を修 し に する を する

に る。 で， を するもの

， の の 科の 修業 が

で ること の の 科 の る を すものに る。 を修

し に する を する に る。 で， を するもの

の に する は 業し， しくは し で， を するもの

が に いて， の の を するものとして の に

いて位 れ で って， 科 が に するものの

に する は を修 し， しくは し で， を するもの

に する を する に る。

各 に るものの ， は の を修 し はこれと

の が ると認 れる の に いては， は が に る。

は を され の修業

の によ を され の する に履修し 授業科目に

いて修得し 単位 する に行っ に する 修の い

に す き に いては， 授 の を て， が る。

の によ す き を れ の は， の に

ず， す き の を ることができない。

の によ す き を れ の は， の

に ず， す き に する を ることができない。
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手続

は の に き， の合 を受 は， の ま

でに の手続をしな れ な ない。

を すること。

を すること。 だし， に する に

いては， の の とする。

の は， として はこれに ずる とし， と して を

ものとする。 は の に が っ 場合は， に な れ

な ない。

は， の 手続 の によ ， の は の

を行っ は， の手続を く。 を し に を する。

は， を し に して， に を する。

の い が っ ときは， 授 の を て， が

することが る。

の によ を され の修業 に しては， の を

する。

の は， 科 を する場合に いて する。この場合に いて，

授 と るのは 授 と読 るものとする。

が の の によ ， き続き 修 を しよ とすると

きは， を て， に を い て， を受 な れ な ない。

は， き続き を ることができない。 だし， の が るとき

は， に の を することが る。

は， して 科， 科に っては

を ることができない。

は， の に しない。

が し とき は に の がなくなっ ときは，

を て， に を い て， を受 な れ な ない。

は， が の は で 修することが で ると

授 に いて認 るときは， ， の は と の

， が の は に することを認 ることが る。

の は， の に する。

が しよ とするときは， を て， に い て， を受

な れ な ない。

が の に しよ とするときは， を て， に い て，

受 の を受 な れ な ない。

による は によ となっ が， は

に は に してい の 科 は に を い

場合は， 授 の を て， が することが る。この場合に いて，

によ となっ が をすることを とし， は， の授業 を
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することを とする。

の によ を され に いては， は までの

， ， は の に するものとし， に履修

し 授業科目に いて修得し 単位の いに いては 授 の を て，

が るものとする。

し が， となっ 場合は， することを しない。

が の各 の に するときは， 授 の を て， がこれ

を する。

の なくして が に るとき。

業の がないと認 とき。

が修業 の を とき は が の を

とき。

が しても の い をしないとき。

授業 を ないとき。

の によ の は を し で， に るもの

が る き を の までに ないとき。

は が されな っ もの

の の が され もの

が され もの

の ，授業科目の 分 ，単位，履修 ， 単位の授

の

は， ， 科 は の の目 を する ，

に る を 得させ せて の い を させることを目 と

し に する授業科目 科目 とい 。 の に

る に する授業科目 科目 とい 。 を に 合 せて，

に するものとする。

の に っては， の に る の を 授するとともに，

く い 合 な を い， な を するよ に するも

のとする。

授業科目の 分

科目の 分は， のと とする。 だし， スに っては

ス 科 科目 科目を くものとする。

科目

科 科目

ス科目

ス 科 科目

科目

ス科目

科目

科目

科目

科 科目

自 科 科目

合科 科目

科目

科目

科目の 分は，各 の履修に する とい 。 の
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るとこ による。

に する の で に いて の

は に する に る をい 。を受

この に いて とい 。 の に いて必 が ると認 るとき

は， に する科目の ， 科目を する。

各授業科目を，必修科目， 科目 自 科目に分 る。

授業科目の

科目は， のす ての の によ するものとする。

科目は，各 の によ するものとする。

授業の

授業は，講 ， ，実 ，実 しくは実 のいずれ によ はこれ の

によ 行 ものとする。

の授業は， 科 が るとこ によ ， な を に して，

授業を行 の場 で履修させることができる。

の授業は， に いて履修させることができる。 の によ ， な

を に して， 授業を行 の場 で履修させる場合に いても，

とする。

単位 の授業

単位の授業科目は， の 修を必 とする をもって することを

とし，授業の に 単位 の授業 は， の によるものとする。

講 に いては

に いては

実 ，実 実 に いては

の できない が るとき は を して必 が るときは，

の講 の に いては の で，

の実 ，実 実 に いては の で， は

履修 。 履修 とい 。

に いて ることができる。 だし，講 ， ，実 ，実 は実 の によ 行

授業 の分 に る による実 の授業に いては， は

履修 の る の授業をもって 単位とすることができる。

の に ず， 業 ， 業 ， 業 の授業科目に いては，

これ の 修の を して単位を授 することが と認 れる場合には，これ

に必 な 修 を して，単位 を ることができる。

授業

各授業科目の授業は， に る を単位として行 。 だし， 必

が ， ， 分な を ることができると認 れる場合は，この で

ない。

の

の 各 は， に して，授業の に の授業の を

するものとする。

各 は， 修の に る 業の認 に っては， を確

する ， に して の を するとともに， にし がっ

て に行 ものとする。

の の の な 修

の 各 は， の授業の の を る の な 修

を実 するものとする。

に る授業科目の履修

が の授業科目を履修することが で ると各 に いて
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認 るときは， 授業科目を履修させることができる。

は， の する授業科目を履修しよ とするときは， を て，

授業科目を する の 認を受 な れ な ない。

の によ が履修し 授業科目に いて修得し 単位の いは，

の るとこ による。

に る授業科目の履修

の が に を し， の授業科目を履修することが

で ると各 に いて認 るときは， 授業科目を履修させることができ

る。

は， の する授業科目を履修しよ とするときは， を て，

授業科目を する 科 の 認を受 な れ な ない。

の によ が履修し 授業科目に いて修得し 単位は， の 業

の として で る が修得す き単位 業 単位 とい 。

に ることはできない。

の は に る授業科目の履修

が の は の授業科目を履修することが で ると

各 に いて認 るときは， の は と の ， が

の は の授業科目を履修することを認 ， の履修し 授業科目に

いて修得し 単位は 単位を ない で に る授業科目の履修によ 修得

し ものと なすことができる。

の は， が， の によ する場合， に の

は の授業科目を履修する場合， の は が行 に

る授業科目を が に いて履修する場合 の は の を

するものとして の に いて位 れ で って，

科 が に するものの に る授業科目を が に いて履修す

る場合に いて する。

の に る 修

が行 は の 科に る 修 の 科

が に る 修に いて， で ると認 るときは， に る授業科目

の履修と なし，単位を ることができる。

の によ ることができる単位 は， の によ に いて修得し

ものと なす単位 と合 せて 単位を ないものとする。

の 修得単位 の認

が に する に の各 の に する単位を する場合に いて，

で ると認 るときは， の単位を し の に る授業科目の履修

によ 修得し ものと なすことができる。

は の は を 。 に いて履修し 授業科目

に いて修得し 単位

に する科目 履

修 として修得し 単位

に する の の履修 として修得し 単位

が に する に行っ に する 修に いて， で

ると認 るときは， に る授業科目の履修と なし，単位を ることができる。

の によ 修得し ものと なし， は ることのできる単位 は， ，

の場合を き， に いて修得し 単位 のものに いては，

の によ に いて修得し ものと なす単位 と合 せて 単位

を ないものとする。

― 66 ―



に る の履修

が 業を している の によ ， に する修業 を て

の に に を履修し 業することを する を し とき

は， 履修 の るとこ によ ， の

な履修を認 ることができる。

に る 科目の単位の い

が 科目に いて修得し 単位は， 履修 の

るとこ によ ， 科目として修得す き単位に ることができる。

履修科目の登録の

が各 に って に授業科目を履修する ， 業 単位に いて，

が は に履修科目として登録することができる単位 の を

で ることができる。

の場合に いて， の るとこ によ ， の単位を れ をもっ

て修得し に いては， に する を て履修科目の登録を認 ることが

できる。

単位の授

が の授業科目を履修し 場合には， を行い，合 し に しては，

単位を る。

は， ， ， の の によ 行 ものとする。

単位の認 は， は 履修 の るとこ による。

履修

この に るものの ， の ，授業科目の ，単位 ，履修

，履修科目の登録の ， 単位の授 に いては， 履

修 の るとこ による。

業 位 に の 授 の の 得

業 位の授

に する の によ を され

に いては， の によ れ す き し， 業

単位を修得し に いては， 授 の を て， が 業を認 し，

の 位を授 する。 だし，各 に いて必 と認 るときは， 業

単位に ， 業の を すことができる。

業 単位の ， の授業の によ 修得できる単位 は， に

の る場合を き 単位を ないものとする。

科， 科を く。この に いて 。

に し これに ずるものとして 科 の る を 。 が，

業 単位を な で修得し と認 る場合には， の に ず，

の 業を認 ることができる。

に する 業の認 は， の各 に る のす てに する場合に 行

ことができる。

修の に る の の の に する 業の認 の を ，

れを している の で ること。

に する履修科目として登録することができる単位 の を ，

に している の で ること。

が 業 単位を修得し， ， 単位を な をもって修得し と認

れること。

が に する 業を していること。

位の授 に いては， 位 の

るとこ による。
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の 授 の の 得

の の 科 に いて，

行 に る の単位を修得し

は， の 授 の を 得することができる。

の によ を 得できる の の は， のと とす

る。

として に する行 が っ 場合は， は， の によ

することが る。

が の に き の を し， の としての 分に する行

が っ ときは， の を て， がこれを する。

は， ， とする。

は，確 を す の 確 を さない の とする。

の が に るときは， の は， の に し，

の 業の として す き に しない。

， ，授業

， ， を する は， を な れ な な

い。

の の

， 授業 の に は，この に るものの

， 授業 ， ， 。

とい 。 の るとこ による。

の

な によ の が しく で ると認 れる に いては，

の い によ ， の全 は を し， は することが る。

の に いては， ，授業 の に

する 。 とい 。 の るとこ によ

る。

授業 の

授業 は， 分 分の に分 ， れ れ の 分の に する

を に る に な れ な ない。

分 まで

分 まで

の に ず， 分に る授業 を るときに， の 分に

る授業 を せて ることができる。

の 分 は 分 分に る授業 に いては， の に

ず， を されるときに ることができる。

授業 の

によって授業 の が で ， ， 業 と認 れる

の を得ない が ると認 れる に しては， い によ の を

し，授業 の全 は を し， は することが る。

の授業 の に いては，この に るものの ，

の るとこ による。

に する授業 の の は， 分は とし，

分は とする。

に する授業 の に を され に いては，
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の の までの授業 を する。 だし， の が

する場合に いては の分， の によ の

が となる場合で の に するときに いては

の分に いても する。

する ， する ， を れ は される に いては，

の 分の授業 を する。 だし， の に する場合は，この でない。

の に いては， の るとこ による。

に の が る場合は， を することが る。

の に いては， の るとこ による。

の

の は， しない。 だし， の各 の に する場合は，

の の場合に っては に する 目の に る に

する を， の場合に っては 分の授業 を するものとする。

に いて， による 目の とい 。

を行い， の合 に による 目の とい 。

を行い， 合 を する場合に， 目の の 合 が， の ま

でに 目の に る の を し とき。

の は は とい 。 の

受 に各 が す テス の 科 科目を受 していないことによ

受 がないことが し が， の までに は に る

の を し とき。

の によ を されるときに授業 を が，

の の までに を し，授業 の を し とき。

は の によ 分の授業 を する に 分の授

業 を せて し が， 分の授業 の に は し とき。

科目 履修 ， ， 講 ， の

科目 履修

各 の の で， が する授業科目の は の授業科目

に いて履修を するものが るときは， の ，科目 履修 として を す

ることが る。

に いて の に いて を する が るときは， の ，

として を することが る。

講

の は の は を 。 の で， の

の授業科目を履修することを するものが るときは， の は と

の に き， 講 として を することが る。

講 に る は， しない。

講 に る授業 に いては，科目 履修 と とする。

の に ず， 講 が 流 に いて授業 を しない

こととしている の しくは の は 単位 に い

て授業 を しないこととしている しくは の で るときは，授業

を しない。

の授業 は， しない。

実 ，実 に する実 は，必 に 講 の とする。

の

の は， の の を とし の を し，これを修
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し に し，修 の 実を する を することができる。

に する の に して， 単位の授 を している を

修 し に し，単位を ることができる。

の が に する の を履修することが で ると認

るときは， を履修させることができる。

として に を する が るときは， の ， を

することが る。

までに する に いての は， に る。

に， を く。

に する は， に る。

の は， が行 を受 な れ な ない。

は， の を し，必 に て を ， は登 を するこ

とができる。

この の 行に必 な は が ，各 に必 な に いては，

の 認を得て，各 が るものとする。

科

合

科

ス ，

ス

，

科 の の 科

合 科 業
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この は， 。 とい 。 に

るものの ， とい 。 の に し必 な を

るものとする。

目

は， に る と の となる い を修得さ

せるとともに， に する の を修得させ，もって ，

する に することのできる を することを目 とする。

の は， に する授業科目 科目 とい 。

に する授業科目 科目 とい 。 を に 合

せて， に する。

履修 ス

合 科の スに， の履修 スを る。

と ス

ス

ス ス

と ス

合 科の スに， の履修 スを る。

合 ス

スの履修 ス

スの は， 履修 スに するものとし，履修
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スの は までに行 ものとする。

スの は， の によ 履修 スが され 場合でいずれ の履

修 スに が るときは，履修 スに する の の の に

いて履修 スの を い ることができる。

履修 スに し の履修 スの は，認 ない。

に るものの ，履修 スの に いて必 な は， に る。

修得単位

業に必 な 科目 科目の 修得単位 は， スに

っては のと とし， スに っては のと とする。

科目の履修

科目の 分， ，単位 ，履修 に いては， スに っ

ては 履修 の るとこ によるものと

し， スに っては に る スの の履修に する

の るとこ による。

科目の 分

スの 科目の 分 は， のと とする。

科目 の を行 授業科目

科目 に る の となる授業科目

ス科目 各履修 スに る を に の授業科目

に る と の スを て， を

する授業科目

自 科目 各履修 スの の科目とともに 合 な 修に する授業科

目

スの 科目の 分 は， のと とする。

科目 に る の となる授業科目

ス科目 履修 スに る を に の授業科目

に る と の スを て， を

する授業科目

履修

科目の ，単位 履修 は， スに っては

のと とし， スに っては のと とする。

に るものの ， が必 と認 ときは， 授 に いて し，

に授業科目を することが る。

スの は スに する 科目 科目を，

スの は スに する 科目 科目として 講さ

れる の 科目を く。 を履修することができない。

の に ず， スの は， が と認 るとき

は， スに する 科目 科目として 講される の

科目に る。 科目 ， の ス

ム科目， の ス実 ム科目 スに するこ

とを して る科目は く。 の授業科目を履修することができる。この場合に い

て，修得し 単位 科目として 講される の 科目の単位を

く。 に いて 。 は， 単位 し に いては， 単位

を として に る 修得単位 に ることができる。

の によ 修得し 単位は， に る授業科目に っては 授業科

目の単位として い， れ の授業科目に っては の自 科目
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の単位として ものとする。

単位 の授業

科目の 単位 の授業 は， の によるものとする。

講 に いては

実 に いては

に する 科目の 単位 の授業 は， の によるもの

とする。

講 に いては

実 に いては

履修科目の登録

は， の までに，履修しよ とする授業科目を登録しな れ な

ない。

履修科目の登録の

が履修科目として登録することのできる単位 の 単位

とい 。 は， ， 科目 科目を合 せて のと と

する。

ス

まで 単位

ス

単位

単位

の に ず， ， ， ， に

いて に する授業科目 に 講 によ 講される授業科目

に する授業科目に る。 に いては， 単位 には しない。

履修科目の登録の の

が， に いて 単位 を修得し， ， に いて，

に る に く の による

とい 。 が で る場合には， に する履修科

目の登録の を て履修科目を登録することができる。

の単位 の単位 の単位 の単位

， の単位 履修登録単位

単位の認

科目の単位の認 は， の に き行 。

の は， として によ 行 。 だし， に る

に る に っては， 業 によ 行 。

の は， として は を に分 の に

を て行 。 だし， に る に る に

っては に， に っては に を て行 。

の を得ない によ 科目 に

る を く。 の を受 ることができない， は受 ることができな っ

に しては， を行 ことが る。

の を受 よ とする は， の までに， の

は を て を し， の を受 な れ な ない。

科目の は，行 ない。
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の に いては， のと とする。

の は， システム システムをい 。 によ ， に

する。

スの の履修 履修

に る は， として の の に

履修しな れ な ない。

を履修する には， に る単位 を修得していな れ な ない。

科目の修得単位 が 単位 科目 単位 を 。

科目の修得単位 が 単位

を履修する には， の単位を修得していな れ な ない。

までの に ず， に する ス

ム に する 業を する に いては，

に るとこ による。

スの の履修 履修

に る は， として の の に

履修しな れ な ない。

を履修する には， に る単位 を修得していな れ な ない。

科目の修得単位 が 単位 科目 単位 を 。

科目の修得単位 が 単位

を履修する には， の単位を修得していな れ な ない。

に る授業科目の履修 による 科目の単位の認

までに する に る授業科目の履修，

の は に る授業科目の履修， の に る 修

の 修得単位の認 によ ， に いて修得し ものと なし， は

れ 単位の ， 科目の単位として認 できる単位 は，合 せて 単位

とする。

に する に る授業科目の履修 に る の履修手続， の単位

の認 手続 に し必 な は， に る。

ス ム

スに， の の ， ス ム

ス ム ス ム とい 。 を く。

合 に れている

授業科目の 目 に な を

に て ，授業で に る き

を 分に 得している

に れているが に ない場合

授業科目の 目 を して ，授

業で に る き の を 得

している

合 授業科目の 目 を していない
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ス ムは， に る科目 を履修し， ，

の なくとも を する をい 。 に いて 。 を行い，

に し に いて修 を認 する。

ス ムは， に る科目 を履修し， ，

を行い， の によ 修業 で 業し に いて

修 を認 する。

ス ムに必 な は， に る。

ス実 ム

の スに， スに る実 と を き， な を

する の の ， ス実 ムを く。

ス実 ムは， に る科目 を履修し， に

し に いて修 を認 する。

ス実 ムに必 な は， に る。

の を 得しよ とする の履修

に する 業に る の を 得しよ とする

得 とい 。 は， 業に必 な単位の ， に る単

位を修得しな れ な ない。この場合に いて， に る授業科目の

の単位に いては 科目の 修得単位 に， に る授業科目の

単位に いては 科目の 修得単位 に ることができる。

科目の ス 単位

科目の ス シ ，

， は シ 単位

の 科目 単位

の に ず， スの で 得 が

に る授業科目 科目として 講される授業科目に る。 の単位を

修得し 場合は， 修得単位は， に る 修得単位 に ることがで

きない。

スの で 得 は， に する単位の ，

科目の ス 科 科目 単位を修得しな れ な ない。この場合に

いて，修得し 単位は， 科目の 修得単位 に ることができる。

業 位

に し， スに っては に る 修得単

位 を， スに っては に る 修得単位 を修得し に し

ては， 業を認 し， の 位を授 する。

の に ず， スに し が， の各 に

るす ての に し 場合には， の 業 業 とい 。 を認

し， の 位を授 する。

が 業を していること。

に る 修得単位 を修得していること。

が で ること。 だし， が に る によ

ス ムの を認 れ に いては， が とする。

に るものの ， 業の認 に し必 な は， に る。

に し必 な は， に る。

履修

の によ ， が修業 を て に
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に履修すること 履修 とい 。 を する場合には，これを認 ること

が る。

履修に し必 な は， に る。

この の実 に して必 な は， に る。

この は， 行する。

に している この に いて

とい 。 に いて の する に ，

は する に いては， は，この の 行 も，な

の を する。

の は， に っては

する。

この は， 行する。

に している この に いて と

い 。 に いて の する に ， は

する に いては， の の に ず，な 従

の による。
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間コースの

・ 目 の

教

養

教

育

目

教養基礎 目

教 養 ー 目

学 目

・ ー ン ス 目

・ ス ー 学 目

リ 教 育 目

リ ー ス 目

目

習

ー 目

教 養 ー 目

教 養 ー 目

目

人 ・ 社 会 学 目

生 ・ 学 目

総 合 学 目

教 育 目

学 目

学 目

コ ー ス 目

習

目

合

の を す単位は， 自 科目 の単位とする。

に する 科目の ， スの 自 科目 に 分されている科目を履修して得 単位

に する 科目に いて， スの 科目 科目 ， ス科目

に 分されている科目の ， 修得単位 を て修得し 単位

ス スを く。 の 科目で って スに されていない授業科目を履修して得 単位

に する ス ム科目の ， スの ス科目 に 分されていない科目

を履修して得 単位

に する ス実 ム科目の ， スの ス科目 に 分されていない科目

を履修して得 単位

， で修得し 単位の ， に いて 自 科目 の単位として認 され 単位
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夜間主コースの

目 の

教

養

教

育

目

教 養 ー 目

学 目

・ ー ン ス 目

リ ー ス 目

目

教 養 ー 目

教 養 ー 目

目

教

育

目

学 目

学 目

コ ー ス 目

習

目 教 養 ・

合

自 科目 とは， に る授業科目の 分に ず， スの 科目

に る 科目の 自 に し，履修する科目をい 。

スの は， スに される 科目の 科目 ， 科目 ， ス

科目 自 科目 を履修して得 単位に いては， 単位を として の 修得単位 に ること

ができる。 だし， に する ス ム科目， に する ス実

ム スに することを して る科目は く。

に いて修得し 単位の ， スの科目と の科目の単位は スの 科目の単位

とし， スの科目と ではない科目の単位は の 自 科目 の単位とする。

― 78 ―



教 育 目 の ， ， 間 コース

と ース

分 テ 授 業 科 目
単位 履修

必修

科
目

の

科

目

の

ス

科

目

ス plus
ム

Introduction to Academic Reading 
Introduction to Academic Writing 
Academic Presentation & Discussion 
Intermediate Academic Reading and Writing 
Economics Subjects in English(ESE) 
Global Business Communication 
Global Business Communication 
Global Business Communication 

の

シ

A
B

業

の と

テ

テ
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A
B

業

と

行

ス実

ム

テ シ

ス

ス plus
ム

GSR 修

との 修

ス実

ム

自

科
目

修

修

シ

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

業を している は， を 3 に履修しな れ な ない。

自 科目に しては， の を のこと。
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ー ル ース

分 テ 授 業 科 目
単位 履修

必修

科
目

の

科
目

の

ス

科

目

の

の
テ

業 ス

の

ス plus
ムを 。

Introduction to Academic Reading 
Introduction to Academic Writing 
Academic Presentation & Discussion 
Intermediate Academic Reading and Writing 

修

Economics Subjects in English(ESE) 
Global Business Communication 
Global Business Communication 
Global Business Communication 
Advanced Academic Writing 

ス シ
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ス シ

シ

シ

シ

シ

な

に する 科目

A
B

テ

シ

ス実

ム

テ シ

ス

ス plus
ム

GSR 修

との 修

ス実

ム

自

科
目

修

修

シ

Special Topics in Global Economy 

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

業を している は， を 3 に履修しな れ な ない。

自 科目に しては， の を のこと。
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ス ース

分 テ 授 業 科 目
単位 履修

必修

科
目

の

科
目

の

ス

科

目

ス plus
ム

Economics Subjects in English(ESE) 

の

A
B

A
B

A
B

に する

システム

業 ス

行

ス

を
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ス実

ム

テ シ

ス

ス plus
ム

GSR 修

との 修

ス実

ム

自

科
目

修

修

シ

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

業を している は， を 3 に履修しな れ な ない。

自 科目に しては， の を のこと。
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と ース

分 テ 授 業 科 目
単位 履修

必修

科
目

の

科
目

の

ス

科

目

ス plus
ム

Introduction to Academic Reading 
Introduction to Academic Writing 
Academic Presentation & Discussion 
Intermediate Academic Reading and Writing 
Economics Subjects in English(ESE) 

の各

業 ス

テ

分 と

の

テ

システム

シ

シ

A
B

業 を く

行
業 A
業 B

業
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ス実

ム

テ シ

ス

ス plus
ム

GSR 修

との 修

ス実

ム

自

科
目

修

修

シ

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

業を している は， を 3 に履修しな れ な ない。

自 科目に しては， の を のこと。
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教 育 目 の ， ， 夜 間 主 コース

合 ース

分 テ 授 業 科 目
単位

履修
必修

科
目

の

科
目

の
A
B

ス

科

目

A 
B 

A 
B 

業

システム

行

業 A
業 B

業

業 ス
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テ

テ

シ

ス

科

目

A

ス シ

ス シ

シ

行

スの の 2 科目は スの の 1 科目分に する。

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。
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指 目

分 各科目に ることが必 な 授業科目 単位

科 科の

に する

科目

業 業

各 科の の

を 。
業 科

の

に する科目

の に に する の

の の を 。

の の

ム の を

。

業

に する ， は

と との

全 の を 。

， の の

の

の を必 とする ，

に する

な を必 とする もの

， 合 な

の の

，

に する科目

合 な の の
合 な の

の

の

を し の の と実

の

に する

な を 。 の

実 に

する科目

実

実

実 実

の ，教養教育 目とし 開講 る 目を す。

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

１
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ス 目

目

コース 目

目

Introduction to Academic Reading 

Introduction to Academic Writing 

Academic Presentation & Discussion 

Intermediate Academic Reading and Writing 

Advanced Academic Writing 

Economics Subjects in English(ESE) 

学 ・

Global Business Communication 

Global Business Communication 

Global Business Communication 

ン ーン

習
GSR

学生との

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

ス plus ム で， に るす ての を し ものに して，

ムの修 を認 する。

(1) 23 の によ 業を認 されていること。

 (2) の科目の単位を修得していること。

(GSR ) 
GSR 修 を得ない が ると 授 が認 場合は， 修

 Advanced Academic Writing 
の科目 8 単位

      Introduction to Academic Reading 
Introduction to Academic Writing 
Academic Presentation Discussion 
Intermediate Academic Reading and Writing 
Global Business Communication
Global Business Communication
Global Business Communication
Economics Subjects in English ESE

 (3) の を行い， の で単位を修得していること。 だし， を得ない が

ると 授 が認 場合は， に る をもって ることができる。

(4) GSR テ で の 業 を していること， は テ で の 業

の を し，これに いて テ シ を行っていること。
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ス実践力育成 目

目

コース 目

目

ト・リ ー

ス・リ ー

リ ン

会 A 

会 B 

経営

経営

経営

経営

経済

ー ン

ンス

習

基礎

ト 習

授業科目 の の は， 単位 に しない科目で ることを す。

ス実 ム は， の科目の ，12 単位 を修得すること。

A， B， ，経営 ，経営 ，経営 ， 経済 ，

テ ， 業 ス， 業 ト 習

ス実 ムに する ， に いては，

する。
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学に ける 間 コースの教養教育の履修に関する規程

成２４年２ ２４日

規程第３

学に ける 間 コースの教養教育の履修に関する規程（ 成１６年規程第１

）の 部を する。

第１ 総則

（ ）

第１条 この規程は， 学（ 下 本学 とい 。）に ける 間 コースの学生を

と 教養教育（ 下 教養教育 とい 。）の履修に関 必要な事 を定めるものと

する。

（教養教育）

第２条 教養教育は， 間 コースの学生に ， 学教育に ける基本的教養を会得さ ，

て の い基 を理解さ ることを目的と ，４年 の教育課程の と て，

学の協力の下に実施するものとする。

第２ 授業科目及び最低修得単位数

（授業科目の区 等）

第３条 教養教育で する授業科目の区 （ 下 科目区 とい 。）は，教養 ミ

ー 科目，情報科学科目，，数理・ ー ンス科目， ネ ー ス科目，

国語科目，教養 ジュー Ⅰ科目，教養 ジュー 科目，学部 ジュー 科目及び

選択科目とする。

（授業科目の名 等）

第４条 授業科目の名 ，単位数，必修 は選択の別及び標準履修年次は，別 第１に定め

ると りとする。

２ 前 の規定に ず，教養 ジュー Ⅰ科目，教養 ジュー 科目，学部 ジュ

ー 科目及び選択科目については，学年の めに する。

３ 授業科目は， 学学則（ 成１６年学則第１ 。 下 学則 とい 。）第 条に

定める学期 は 学期を前 及び後 に け 期間を単位と て する。

（１単位 りの授業時間）

第 条 １単位の授業科目は，４ 時間の学修を必要とする内容をも て 成することを標

準と ，授業の方法に １単位 りの授業時間は，学則第３３条第１ に定め

る基準によるものとする。
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２ 学則第３３条第２ の規定に基 ，教育 を考 て，１単位 りの授業時間を，

教養 ミ ー 及び情報基礎に ては１ 時間と ， 国語科目の授業科目に ては

３ 時間とする。

（最低修得単位数）

第６条 教養教育の最低修得単位数は，別 第２に定めると りとする。

第３ 履修，単位の 定，考 及び成

（教養 ジュー Ⅰ科目等の履修）

第７条 学生は，教養 ジュー Ⅰ科目及び教養 ジュー 科目の履修に ては，

定の期日までに同 の ーの れ れ つの ー を選択 ，履修を許 さ

れ ー の授業科目を履修 なけれ な ない。

（履修科目の ）

第 条 学生は，履修 よ とする授業科目（ 下 履修科目 とい 。）について， 定

の期日までに履修科目を なけれ な ない。

２ 履修科目を な は，授業科目を履修 ，単位の 定を けること で な

い。

３ 履修科目を 後に，履修科目を すると は授業科目の履修を り めると

は， 定の期日までに履修科目の は を なけれ な ない。

（単位の 定）

第 条 授業科目の単位の 定は，考 の に基 いて行 。

（考 ）

第１ 条 考 は， ，論文，報 の の方法により行 ものとする。

２ は， 学期 に期日を定めて行 。 ，授業科目によ ては， 時に を行

こと る。

３ 授業に 時数 授業を行 時数の３ の２に ない授業科目については，

を めない。 ， ， の むを得ない理 の め 定

の 等を て を提 と は， 時数について考 すること る。

４ 考 に いて 行 を行 には，学則第 条に定める の 別に定める必

要な を行 。

（成 ）

第１１条 考 の成 は，前条第１ に るものの ， の学修成 ，授業 の

状 等を考 て行 。
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２ 成 の基準及び 語については，次のと りとする。

   

（ ）

第１２条 ， の むを得ない理 により を けること で な に

は， 授業科目について を行 こと る。 ， を と なされ

る については， を行 ない。

２ の実施は，１ 限りとする。

３ を ける 合は， 定の期日までに， 定の 等を ， を提

て許 を得なけれ な ない。

（ ）

第１３条 考 の ， 合 とな に する 授業科目の は，原則と て行

ない。

２ 特別の理 により， を行 合の成 は，C はDとする。

（ 履修）

第１４条 履修 授業科目の ， 合 とな 授業科目については， 授業科目を

度履修 なけれ 単位の 定を けること で ない。

第４ 則

（ 国語技 定 等の成 に係る学修等）

第１ 条 学則第３７条第１ に規定する 学 の教育施 等に ける学修の ， 国

語技 定 等（ 下 定 等 とい 。）に ける成 に係る学修について，教

養教育の授業科目の単位と て 定を けよ とする は， 学期の 定の期日までに，

定 成 語 成 基準

合 １ 上に れている

授業科目の 目標 上に高度な内容を

に けて り，授業で に ける

内容を に習得 ている

７ ７ 上に れている に ない 合

６ ６ 授業科目の 目標を て り，授

業で に ける 最低限の内容を習得

ている

合 下 授業科目の 目標を ていない

合 合 授業科目の 目標を ている

合 授業科目の 目標を ていない
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次に る 類を提 なけれ な ない。

(1) 単位 定

(2) 単位 定を する 定 等の成 等を する 類

２ 前 の規定により教養教育の授業科目の履修と な ， ること で る単位数は，

次条第２ 第２ に規定する単位と合 て， 国語科目の授業科目について６単位を

ない とする。

３ 定 等に ける成 に係る学修の単位 定の いに関 必要な事 は，別に定め

る。

（ 学前の 修得単位等の 定）

第１６条 学則第３ 条の規定により，教養教育の授業科目に係る 学前の 修得単位等の

定を けよ とする は， 定の期日までに，次に る 類を提 なけれ な な

い。

(1) 修得単位 定

(2) 成 は学修の成 を する 類

２ 学前の 修得単位等と て 定する単位は，次の に る科目については れ

れ に定める単位数を ない で，合計１ 単位 内とする。

(1) 情報科学科目，数理・ ー ンス科目，教養 ジュー 科目及び選択科目

の授業科目 １２単位

(2) 国語科目の授業科目 ６単位

３ 前 の規定により 定され 単位は，教養教育の授業科目の履修により修得 ものと

なす。

（ 則）

第１７条 この規程に定めるものの ，教養教育の履修に関 必要な事 は，別に定める。

則

１  この規程は， ３年４ １日 施行する。

２  ３年３ ３１日 本学に 学 ている （ 下 学 とい 。）及びこの規

程施行後 学 の する年次に編 学， 学 は 学する については， 後の

学に ける 間 コースの教養教育の履修に関する規程の規定（第１１条の規定を

。）に ず，な 前の による。
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別 第１（第４条関係）

科目区 授業科目名 単位数 標準履修

年次
必修 選択

教養 ミ ー 科目 教養 ミ ー ２ １

情報科学科目 情報基礎 ２ １

数理・ ー ンス

科目

ー ンス 論 １

ネ ー ス科目 ネ ー ス １

国語科目 英語コミュニケーションⅠ １ １

英語コミュニケーション １ １

英語コミュニケーション １ ２

総合英語Ⅰ １ １

総合英語 １ １

総合英語 １ ２

教養 ジュー Ⅰ科目 学年の めに する。

教養 ジュー 科目 学年の めに する。

選択科目 学年の めに する。

学生は， 定の時間 に て履修 ，必修科目については指定され スで

なけれ な ない。
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別 第２（第６条関係）

教養教育の最低修得単位数

科目区 最低修得単位数 備考

必修 選択

教養 ミ ー 科目 ２

情報科学科目 ２

数理・ ー ンス科目 １

ネ ー ス科目 １

国語科目 ６

教養 ジュー Ⅰ科目 ４

教養 ジュー 科目 ４

選択科目 ６

計 ２ ６

計 ２６
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学に ける 間 コースの 国語技 定 等の成 に係る学修の い

に関する 則

成１６年 ３ 日

則第３３

（ ）

第１条 この 則は， 学に ける 間 コースの教養教育の履修に関する規程（ 成

２４年規程第３ ）第１ 条第３ の規定に基 ， 学 の教育施 等に ける学修

の ， 国語技 定 等（ 下 定 等 とい 。）に ける成 に係る学修

の単位 定の いに関 必要な事 を定めるものとする。

（単位 定の基準）

第２条 定 等に ける成 に係る学修は，別 に定める単位 定の基準により，教養

教育の授業科目の履修と な ，単位を ること で る。

（単位 定等）

第３条 単位 定及び成 は，英語 員会及び 習 国語 員会の に基

，教養教育実施 部会 行 。

２ 教養教育実施 部会 は，第１ の規定により単位を 定 と は， に単位

定 （ 定の ）を するとともに， の学部 に 定 を する。

則

この 則は， 成１７年４ １日 施行する。

則（ 成１ 年２ 日 則第２ ）

この 則は， 成１ 年４ １日 施行する。

則（ 成１ 年 ６日 則第１ ）

この 則は， 成１ 年１ １日 施行する。

則（ 成２１年３ １ 日 則第 ）

１ この 則は， 成２１年４ １日 施行する。

２ 成２１年３ ３１日 本学に 学 ている （ 下この に いて 学 とい

。）及び 成２１年４ １日 後に いて 学 の する年次に編 学， 学 は

学する については， 後の 学に ける 間 コースの 国語技 定 等

の成 に係る学修の いに関する 則の規定に ず，な 前の による。

則（ 成２４年２ ２ 日 則第２ ）

１ この 則は， 成２４年４ １日 施行する。

２ 成２４年３ ３１日 本学に 学 ている （ 下 学 とい 。）及び 成

２４年４ １日 後に いて 学 の する年次に編 学， 学 は 学する につ

いては， 後の 学に ける 間 コースの 国語技 定 等の成 に係る学

修の いに関する 則の規定（第３条の規定を 。）に ず，な 前の に

よる。

則（ 成２６年３ １ 日 則第３ ）

この 則は， 成２６年４ １日 施行する。

則（ 成２７年２ ２日 則第２ ）

この 則は， 成２７年４ １日 施行する。

則（ 成２ 年３ ２４日 則第 ）
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１ この 則は， 成２ 年４ １日 施行する。

２ 成２ 年３ ３１日 本学に 学 ている （ 下 学 とい 。）及び

成２ 年４ １日 後に いて 学 の する年次に編 学， 学 は 学する

については， 後の 学に ける 国語技 定 等の成 に係る学修の

いに関する 則の規定に ず，な 前の による。

別 （第２条関係）

定 等に ける成 に係る学修の単位 定基準

定 等 等 定 の授業科目 単位数

実用英語技 定

（日本英語 定協会）

１ 総合英語Ⅰ， ，

英語コミュニケーションⅠ， ，

１単位

準１ 総合英語Ⅰ， １単位

IELTS

（日本英語 定協会）

６ 上 総合英語Ⅰ， ，

英語コミュニケーションⅠ， ，

１単位

上 総合英語Ⅰ， １単位

TOEFL

（Educational

Testing

Service）

Paper-Based

Test及び

Institutional

Testing Program

（ １に限る。）

上 総合英語Ⅰ， ，

英語コミュニケーションⅠ， ，

１単位

上 総合英語Ⅰ， １単位

Internet-Based

Test

７ 上 総合英語Ⅰ， ，

英語コミュニケーションⅠ， ，

１単位

６１ 上 総合英語Ⅰ， １単位

TOEIC ス （Institutional Program

ス を含む。）

（Educational Testing Service）

１ 上 総合英語Ⅰ， ，

英語コミュニケーションⅠ， ，

１単位

７３ 上 総合英語Ⅰ， １単位

備考

１ 定 等の 等は，本学に 学 に 得 もので 時に いて の

等 得後２年を経 ないものに限り， 定の とする。
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２ ２種類 上の 定 等 同 時期に 定の となる 合は，いずれ １種類の

定 等について 定を行 。

３ 単位 定を けよ とする に 定 の授業科目の 部について単位を修

得 ている 合は， 授業科目を 授業科目について 定を行 。
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の の の

( )

第１条 この 則は， 学教養教育履修規程（ 成２４年規程第２ 。 下 履修規

程 とい 。）第１４条第４ 及び 学に ける 間 コースの教養教育の履修に関

する規程（ 成２４年規程第３ ）第１ 条第４ の規定に基 ，教養教育の考 に

いて 行 を行 学生（ 下 行 学生 とい 。）の いに関 必要な事

を定めるものとする。

( )

第２条 この 則は，教養教育の授業科目を履修するす ての学生を とする。

(考 の )

第３条 教養教育の考 は， ，論文， ポー 等の方法により 学期 の 期間（

学期を前 及び後 に けて授業科目を 合は， の期間の に行 れる

期間を含む。） は 時行 れるもので， つ，次の のいずれ に するものと

する。

(1) 教養教育授業計 （シ ス）の成 の方法 に され もの

(2) 定の により 学教 員会 員 （ 下 員 とい 。）に実施の

り， つ， され もの

２ 前 の規定に ず，履修規程第21条の規定により の 学( 学を含む。)

は 期 学に ける授業科目( 下 単位 科目 とい 。)を履修する 合の考

は， 学等 定める方法とする。

( 内容)

第４条 行 学生に する は， の期に履修 教養教育のす ての授業科目に

ついて の考 を と ， の期に修得 単位 科目のす ての単位について教

養教育の単位と て めない いとする。

( 行 の )

第 条 授業 教員（ を含む。 下同 。）は，教養教育の考 に いて

行 の い ると 合は， 定の報 により 員 に け るものと

する。

(事情 )

第６条 行 の い る学生に する事情 は，授業 教員の 会いの下に，

学教 員会教養教育実施 部会（ 下 部会 とい 。）及び 部会に

科目別 員会の 員の 員 の を け （ 下 事情 とい 。）

行 。
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(事実 定)

第７条 行 に係る事実 定は，事情 による事情 の を基に， 学

教 員会（ 下 員会 とい 。） 行 。

( て)

第 条 前条の規定による事実 定に る学生は， 員 を け 日

２ 間 内に文 により 員会に てを行 こと で る。

２ 員会は，前 の て 合，必要な を行 上， めて事実 定

を行 ものとする。

( 定及び )

第 条 前条の 定の期日までに て な 合 は てに基 事実

定に いても 行 と 定され 合， 員 は， 定内容及び第4条の

内容を 定の上，文 により 行 学生及び 行 学生 する学部 に

するものとする。

則

この 則は， 成１６年１ １日 施行する。

則

１ この 則は， 成２４年４ １日 施行する。

２ 成２４年３ ３１日 本学に 学 ている （ 下 学 とい 。）及び 成

２４年４ １日 後に いて 学 の する年次に編 学， 学 は 学する につ

いては， 後の 学に ける教養教育の考 に係る学生の 行 の いに関す

る 則の規定（第６条及び第７条の規定を 。）に ず，な 前の による。

則（ 成２ 年３ ２ 日 則第２ ）

この 則は， 成２ 年４ １日 施行する。
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考査及びその成績に関する内規

平成１５年３月１９日 教授会決定

一部改正 平成２４年２月２２日

一部改正 平成２６年１月２９日

一部改正 令和元年１２月１１日

第１条 この内規は，考査及びその成績に関して必要な事項を定めるものとする。

第２条 考査は，試験，論文，報告書その他の方法により行うものとする。

第３条 試験は，各学期末若しくは各クォーターの期間末に期日を定め，各授業科目につ

いて，その学期若しくはクォーターの担当教員がこれを行う。ただし，授業科目によっ

ては，随時に試験を行うことができる。

２ 授業の出席回数がその学期若しくはクォーターの担当教員の定める回数を下回る授業

科目については，受験を認めないことがある。

３ 教員の異動，その他特別な事情により，試験を行うことが困難である場合は，教務委

員会の議決によって特別の措置を講じる。

第４条 次の各号のいずれかに該当する場合には試験を受けることができない。

(1) 試験を受けようとする授業科目を，その学期若しくはクォーターにおいて履修し

ていないとき。

(2) 受験の際に有効な学生証を携帯していないとき。

(3) 試験開始後２０分を経過したとき。

第５条 次のいずれかの事由により各学期の中間および学期末に行われる試験若しくは各

クォーターの期間末に行われる試験を受けることができない，又は受けることができな

かった者が追試験期間開始日の２日前までに証明書等を添えて学務係に追試験願を提出

したときは，学部長の許可を得て，追試験（報告書その他の方法により行うものを含

む。）を行う。

(1) 病気・負傷

(2) 就職試験，国家試験（税理士等）

(3) 忌引

(4) 交通機関のストライキ等

(5) 不慮の災害

(6) 裁判員

(7) 学業及び大学の活動に関わる九州地区大会，全国大会への出場

(8) その他教務委員会においてやむを得ない事由と認められたもの

２ 追試験期間は当該年度の学事暦により定めるものとする。

３ 追試験は原則として追試験期間に実施するが、教務委員会がやむを得ないと認める場

合は，当該授業科目の成績入力終了日までに実施するものとする。
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第６条 合 を得た授業科目は， 履修することはできない。

第 条 試験場に入 し試験を する者若しくは を提出しない者は，その授業

科目を とする。

第 条 考査において不正行 を行った者には，その学期に履修した 教 科目及び特

別 定科目の全授業科目の を えない か，学則第５０条に定める の とす

る等，必要な 置を行うことができる。

２ 前項に定める 教 科目には次の各号に る授業科目は含まないものとする。

(1) 間 ース学生が履修する 及び

(2) 間 ース学生が履修する

則

１ この内規は， 和２４年５月３１日から施行する。

２ この内規の改 は，教授会の議決によってこれを行うものとする。

（ 和２６年４月１日改正 平成 年５月２２日改正 内 ）

則

この内規は，平成１０年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１１年１月１３日から施行する。

則

この内規は，平成１４年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１５年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１ 年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成１９年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成２４年４月１日から施行する。

則

この内規は，平成２６年４月１日から施行する。

則

この内規は，令和元年１２月１１日から施行し，改正後の考査及びその成績に関する内

規は，令和元年 月１日から する。
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全学的休講措置の申合せ

平成１６年８月２３日教務委員会決定

平成１９年１０月２２日教務委員会一部改正

平成２３年８月２２日教務委員会全部改正

平成２６年７月２８日教務委員会一部改正

平成３０年９月１０日教務委員会一部改正

この申合せは，特別警報発令，台風，積雪その他の不測の事態による学生の事故の発生を防止するた

め，全学的に統一した授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の休講又は延期（以下「休講等」と

いう。）の措置に関し，必要な事項を定める。

１．特別警報発令による休講等の措置

長崎県南部に長崎地方気象台が発表する特別警報が発令された場合は，学長が休講等の措置を決定

するものとする。

２．台風又は積雪（以下「台風等」という。）による休講等の措置

台風等による授業等の休講等の措置は，学長が次の(1)及び(2)を勘案して決定するものとする。

(1) 気象警報

台風等により，長崎県南部に長崎地方気象台が発表する暴風警報，大雪警報，暴風雪警報等が発

令されている場合

(2)  公共交通機関

台風等により，次の２つ以上の公共交通機関が長崎市内全線不通の場合

長崎バス

長崎県営バス

長崎電気軌道

ＪＲ長崎本線（諫早～長崎間）

３．その他不測の事態による授業等の休講等の措置

１．及び２．に規定するもののほか，地震，洪水その他の不測の事態が発生した場合における授業

等の休講等の措置は，学長が適宜状況を判断の上，決定するものとする。

４．休講等の措置の周知

１．及び２．により決定した休講等の措置は，次の表に掲げる時間帯に応じ，同表の右欄に掲げる

時間までに学生支援部教育支援課が，ＮＵ－Ｗｅｂシステム（学務情報システム）の「お知らせ」及び

大学ホームページの携帯サイトを使用して周知を行うとともに，学内においては掲示により周知を行う

ものとする。
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休講等の時間帯 時間

の授業等 ７時

の授業等（ 学部 間 ースの授業等を 。） １１時

学部 間 ースの授業等 ４時

．教育 等の場合の い

教育 ， ， 等 験 ，イ ー シ 等の場合は， の 示に うもの

とする。

   

この申合せは，平成３０年９月１０日から 行する。
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学 地区 内に ける 規制に関する規程

成１６年４ １日

規程第１ ４

年 ３ 日規程第１６

（ ）

第１条 この規程は， 学 地区 内（ 下 内 とい 。）に ける教育 上の を ，

及び 行の を する め， 動 等の 内 り れ， 等に関する規制について必要な事 を定

めるものとする。

（定義）

第２条 この規程に いて 動 等 とは， 動 ， 動 及び原動 をい 。

２ この規程に いて 部 とは，経済学部及び 経済学部 をい 。

３ この規程に いて 学部 とは，経済学部 をい 。

（ 規制）

第３条 動 等を 内に り れ及び （ 下 とい 。）すること で る は， 許

（ 下 許 とい 。）の を け とする。

２ 許 の を け は， に て許 を提 ， 定の に なけれ な ない。

（許 の種類， 等）

第４条 許 の種類， 及び 期間は，次の のと りとする。

種類 期間

許 A １ 部 に する職員（ を 。 下同 。）の １年 内と ，許

に指定する期間

とする。

，次の の に する

２ 経済学部に する学生（経済学 科の学生， 生及

び科目等履修生を含む。 下同 。）の ，次の の

に する

３ 内に る事業 の関係 （ 下 事業 関係 とい 。）

については職員の 合に準ずる。

(1) ， 等で 動 等による を必要とす

る

(2) 次の 及び に する で 動 等により する

もの

関を 用 合の 道の 要時間

３ 上で， つ， 区間の 道の ４

ー 上で ること。

動 の を は ー

内に ていること。

(3) の 特別の理 により学部 と め

(1) ， 等で 動 等による 学を必要とす

る

(2) 次の 及び に する で 動 等により 学する

もの

関を 用 合の 道の 学 要時間

３ 上で， つ， 学区間の 道の ４

ー 上で ること。 間に いて教育を け

る め 学する に ては， は の

要時間及び とする。

動 の を は ー

内に ていること。

(3) の 特別の理 により学部 と め
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許 B 事， 等の め， 定期間に り する業 用 に係る期

間。 ， 年

度の 日を る

こと で ない。

許 C １ 地区 の地区の職員，学生及び事業 関係 で，

用の め する

２

３ 時の用 の め する

日限り

（許 の ）

第 条 許 の を けよ とする は， 許 及び次の に る 類等を，同 に

る 係に提 及び提 なけれ な ない。

種類 類等 係

許 A 部 に する職員及び事業 関係 に
ては， 文社会科学 事 部 地区事

課総 係
経済学部に する学生に ては，

文社会科学 事 部 地区事 課学 係

許 B 
文社会科学 事 部 地区事 課総 係

許 C を する 類 文社会科学 事 部 地区事 課総 係

備考 この に いて 動 と るのは，２ CC 下の 動 に ては， 動

と るものとする。

２ 学部 は，前 に定めるものの ，必要に 関係 類等の提 は提 を めること で る。

（ 動 等の ）

第６条 動 の は， とする。

（ ）

第７条 動 用 びに 動 及び原動 用 の位 は，別に定める。

（ 規制 員会）

第 条 部 に，許 Aの を ける の選考及び 動 等に する指導等 規制の実施上必要な事

を する め， 規制 員会（ 下 員会 とい 。）を 。

２ 員会に関 必要な事 は，学部 別に定める。

（許 の ）

第 条 学部 は，許 Aの 合に ては 員会の選考 に基 ，許 B及び許 Cの 合に

ては第 条の規定により提 及び提 され 類等を の上，許 の を行 ものとする。

（許 の ， 等の ）

第１ 条 許 の を け は，これを に ， は ， は記 事 を て

はな ない。

（許 の ， 等）

第１１条 許 を ， は と は，学部 に の を行 こと で る。

２ 許 の を け 次の の に すると は，許 を に なけれ な ない。

３ 許 の記 事 に 生 と は， に学部 に け なけれ な ない。

(1) 免許
(2) 動
(3) 動 の を する 類
(4) 学生

(1) 免許
(2) 動
(3) を する 類

(1) 許 の 期間 了 と 。

(2) 許 の を け と 。

(3) 許 を必要と な な と 。
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（ 事 ）

第１２条 許 の を け は，道路 法等の関係法 に定めるものの ，次に る事 を

なけれ な ない。

第１３条 及び 内に ける 動 等に する指導は， 員会 員及び事 職員（ 下 員会

員等 とい 。）によ て行 。

２ 前 の 員会 員等は，この規程の規定に する 動 等を と は， 動 等の 用

の 名， 種， ン ー ー の 等を記 の上， を て を行 とともに学部 に報

なけれ な ない。

３ この規程の規定に に ては，学部 許 の の ， 動 等の 制 の

必要な を行 。

（ ）

第１４条 許 ， 許 及び の は，別に定める。

（ 則）

第１ 条 この規程に定めるものの ，この規程の実施に関 必要な事 は，学部 別に定めること

で る。

則

この規程は， 成１６年４ １日 施行する。

則（ 年 ３ 日規程第１６ ）

この規程は， 年１ １日 施行する。

(1) 行 の を第 と ，事 に 意すること。

(2) 内に 道路標 及び道路標 に こと。

(3) 動 等の最高 度は，時 ２ ー を すること。

(4) ， ， ース 等により， りに を 生さ ないこと。

(5) 定の の に ないこと。

(6) 動 等による 内 動は行 ないこと。

(7) 動 等を 内に ないこと。

(8) 許 は指定する に て こと。

(9) 本学等の行事， 事 の 生等の め， 時の規制を行 と は，指 に こと。

（指導及び ）

― 109 ―



   学に ける学生の に関する指

                            成２ 年 ２６日

学      定

                             成２１年７ ２４日

                             成２６年２ ２ 日

成２７年１ ２ 日

成３ 年１ １６日

年７ １６日

２年 １ 日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

１ 目的

  この指 は， 学学則（ 成 16 年学則第１ 。） 下 学則 とい 。）

第 条及び 学 学 学則（ 成 16年学則第２ 。） 下 学 学則

とい 。）第３ 条に基 いて行 学生の の 及び を る めに

必要な事 を定めることを目的とする。

２ の

  の となり る事 ・事 等は次の に るものとする。

（１） 事事

（２） 事

（３） の に相 する事 ・事 等

３ の種類

  の種類は， 学， 学及び とする。

（１） 学 学生と ての を する。

（２） 学 定期限を す 期の 学と 期の 学 なり， 学期間 は 学

を する。

（３） 文 により 意を ， を める。

４ の要 等の 定

学則第 条及び 学 学則第３ 条に規定する 行 の を 定す

る必要 り， の種類及び内容を 定するに ては，原 行 の

を 上で， の を総合的に て 定するものとする。

の となる事 事

（１） の目

事 事 の原 行 で， の に め れる 合

     学 は 学

  事 事 の原 行 は で る ， の に め れない 合

     学 は

事 事 の原 行 は なものではない ， の に め れ

る 合
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  前 ， ， のいずれにも ない 合

学部， 科， 学 ， 学生教育・支援 ン ー及び 学教育

ーション ン ー（ 下 学部等 とい 。）の指導（学部等の

の 意）

（２） の

原 行 の の は， る学生の 行 に する 度，

行 の 及び 行 に る動 等を て するものとする。

（３） の

の の は， 的 を含め ， 的 の ，

の程度及び の行 社会に 等を て するものとする。

（４） に 等を け ものに する

   に を け， は学部等で指導を け ， び に相 す

る行 を 合は，より の高いものと な ，前 の を

る い をすること で る。

６ の

  （事 ・事 等の報 及び 等）

（１）学生は事 ・事 等を こ 合，学生支援部 は する学部等に

な けなけれ な ない。

（２）学部等の は，学生の に相 すると れる事 ・事 等 生

合， に学生 員 に報 する。

（３）学生支援部は，事実関係の 及び関係する学部等による 学生 の事

情 を基に， 関との を りな ， の を 次，学生

員 に報 する。 成年 については，必要と されれ ，事実 の

に を同 さ る等の を行 。

（４）学生 員 は， 事 等の内容を学 に報 する。

（ の ）

（ ）学 は，学生 員 報 の 内容の に， について す

事 含まれていると め 合，学生 員会に 事 等に係 る学生

の の要 ， の種類及び内容等について を めるものとする。

（６）学生 員会は， 事 等に係 る学生 の の要 ， の種類及び内

容等について する。 行 に係る事実 ， の内容及び

行に の に ては，事前に 学生に ， による意

の 会を なけれ な ない。 ，学生 心 の ， ，

期 行 の の事 により による意 で ないと は，これに

て文 による意 提 の 会を るものとする。学生 員 は，学生 員

会の 及び学生の意 等の を学 に報 するものとする。

（７）学 は，学生 員会 報 の の を， 学生 する学

部等の に する。

（ ）学部等の は，学部教授会等に いて，学 の に基 ，事実 定

と の種類及び内容について を行い， を 成 ，学 に上 す

る。
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（ ）学 は，学部等の の上 に基 ，教育 会の を経て，

を 定する。

  （ の 及び 日）

（10） の は，学部等の 学生及び に て を

することにより行 。

   ， の による な 合は， の な方法によ

り する。

（11） の 日は， 学生に の 行 れ 日とする。

（ てに係 る 等）

(12) 学生は，事実 ， 事実の 等の な理 ると は，

の 日の 日 て 14 日 内に文 により に する

てをすること で る。この 合，学 は，学生 員会に を め

る。学生 員会は， を行い， の を学 に報 する。学 は

の を教育 会に ， の に基 ， めて を

学生に する。

  な ， の期間は， の 力を ないものとする。

７ の 行等

（１） 学 の種類

学は， 期 は 期と ，次の りとする。

   期 学は，6 の期限を すものとする。 ， 学期間

了することにより を解 すること でないと される 合は，学

は教育 会の を経て，期間の を 定すること で る。

   期 学は，期限を さないものとする。

（２） 学 の解

  期 学の 解

    期 学の は， 学期間の 了をも て解 する。な ， 学生

こと等により，学部教授会等に いて，教育的 に 学

の解 で ると と は，学部等の の学生の 学

解 の提 に基 ，学 は，教育 会の を経ることな

学 の解 を 定すること で る。これ の 合に ける教育

会 の報 は，事後に行 こととする。

  期 学の 解

    期 学の は， を け 学生の の程度，学習意 等を総

   合的に て次のと り を解 すること で る。

学部等の は，学部教授会等の を経て，学 に 学 の解 の

を 学生の 学 解 により行 ものとする。

学 は，学部等の の 合， 期 学の 解 に

ついて 必要で ると と は，学生 員会に を める

こと で る。

学 は，学生 員会の を ま ，教育 会の を経て，

学 解 の を 定する。 の後学部等の に を する。
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に基 学部等の は， 学生及び に て文 で

する。

    （３）

    学部等の は，学生の行 行 に すること で り，

つ， なされること 実で る 合は， の 定前に を

い すこと で るものとする。この 合に いて， の期間は，１

を ないものとする。な ，この間は，原則と て学生と ての活動を制限

する。ま ， の期間は 学期間に すること で る。

（４） と 学・ 学

学部等の は， 行 を行 学生 ， の 定前に

学の 合には，この を 理 ないものと ，

の 定後に 学の 合は， 理すること で る。

学部等の は， 行 を行 学生 ， の 定前に 学

の 合には，この を 理 ないものとする。

学 の学生に て 学 定され 合には 学 の

定の日をも て 学生の 学許 を り すものとする。

（ ） 学 の学生指導

学 の学生に する指導は， 学生 する学部等の教員 する

ものとする。な ， 学生の 的なケ については， 学部等 学生支

援部， 健・ 進 ン ー等と協力 て行 。

に関する情報の

（１） の原則

を実施 合，学生の 名，学生 ， の種類は， 学生

及び には に ないものとする。 ，学 必要と め

と は，この限りでない。

（２） 類等 の記 の

本学 成する成 等に の ， の内容等を記 ないこと

を原則とする。

則

この指 は， 成２ 年 ２６日 実施する。

  則

この指 は， 成２１年７ ２４日 実施する。

則

この指 は， 成２６年２ ２ 日 実施する。

   則

この指 は， 成２７年１ ２ 日 実施する。

   則

この指 は， 成３ 年１ １６日 実施する。

   則

この指 は， 年７ １６日 実施する。

則

この指 は， ２年 １ 日 実施する。
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学に ける学生の に関する指 についての

の は， の も て，原 行 の ， の

を て するものとする。

1 上の 期 学は原 行 特に な 合で， の に め

れる 合に限るものとする。

学生 の 定されるまで， 定な状 で 期間 すこと

  いよ に な の の 定 なされなけれ な ない。

学生の 事 に関するものの , 学生の 事 に関する

ン（ 成 15 年 11 28 日学 定） に定め るものについては,

ンを 用する。この 合に いて，実 に 事 なされる ど を

定の 的な基準とは ないものとする。ま ， 学内の で事実関係を

に で ない事 ・事 に関 ては な を る。

  等に ける 行 に関する い

  等に係る 行 については，教養教育の考 に係る学生の 行 の

   いに関する 則 は学部等 定め 等に ける 行 に関する規程等に

よるものとする。

学部等の 学生に係る の については，学生支援部， 学生教育・支

援 ン ー，関係学部等との協力のもと進めるものとする。

  は の行 ， ， を総合的に考 ，教育的 を 上

  で，学生に課される は， 目的を 成する めに必要な限度に めるも

のとする。

  に する てを の 日の 日 14日 内にする

こと で ない特別の事情 文 により に され 合には，学生 員会の

を経て， の 日の 日 て 30日 内を限度と て

てを めること で る。

期間 る 合は，学生 員会に ける の の に， 期間

の 学期間 の の についても を行い， の を学 に報 する。

ま ，学部等の は， 期間の 学期間 の の 及び日数も含めて

を 成 ，学 に上 する。

学生 員 名での 意 に いて， 事 とする の 及び内容等につ

いては， 別の に ける の 度， 特定の れ， の

等を考 て を行 ものとする。
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学生の について

の の れ （指 ６関係）

(1) 学生は事 ・事 等を こ 合，学生支援部

は する学部等に 。

(2) 学部等の は学生の 相 行 の 生の 合，

  学生 員 に報 。

(3) 学生支援部は事実関係の 及び関係する学部等

による 学生 の事情 を基に， 関と

の を りな 学生 員 に報 。

  成年 については，必要と されれ ，事実

の に 同 の 。

(4) 学生 員 学 に内容報 。

(5) 学 は について す 事 含まれてい

ると め 合，学生 員会に の要 ， の

種類及び内容等について を める。

(6)  学生 員会は の要 ， の種類及び内容等

について する。事前に 学生に ， 等

による意 は文 による意 提 の 会を

る。学生 員 は学生 員会の 及び学生の

意 等の を学 に報 。

(7) 学 は学生 員会の を 学生 す

る学部等の に 。

(8) 学部等の は学部教授会等で事実 定と の種

類及び内容について を行い， を 成

，学 に上 。

(9) 学 は学部等の の上 に基 ，教育

会の を経て， を 定。

(10) 学部等の は 学生及び に て，文

により の 。
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学生の 事 に関する ン

成15年11 28日

学      定

成17年  1 13日

成 24年  1 26日

１ 目 的

本 ンは， 学学則（ 下， 学則 ）第50条に基 いて行 学生の 事 に関す

る の と を る めに必要な事 を定める。

２ の種類と内容

（1） の種類

学則第50条第 2 に い，学生の は 学， 学及び とする。

（2） 学

学は，学生と ての の で る。

（3） 学

学は 定期限を す 期の 学と， 定期限を さない 期の 学（ 下， 期 学 ） なる。

学の種類

1.6 上の 学を 期 学と ， 定期限を さず，指導の状 及び生活 度等を な 解

の時期を 定するものとする。

2.6 の 学を 期の 学と ， 定期限を すものとする。

（4）

は， と ての 学の教育的意 で る。

３ の となる 事

（1） の基準

ま

の 合はより い とすること で る。

，1 上の 期 学は， 特に で な 合に限るものとする。

学生 する学部及び 学 科（ 下， 学部等 ）の （ 下， 学部 等 ）は，

期 学を け 学生について， の の程度及び学習意 等を総合的に ， の の解

で ると考 れると は，教授会の を経て，学 に ， の の解 を上 すること

で る。

期 学の解 は，学部 等 の上 により，学 学教育 会（ 下， 教育

会 ）の を経て，これを行 。

期 学は，原則と て 6 を経 後でなけれ ，解 することはで ない。

期 学解 の は，学部 等により 学生及び に て行 れる。

事 の で る 事 （ 事 による を原 と て 事 後30日 内

に 事 ）に する は， 学， は 期 学とする。

事 の で る 事 に する は， 期 学 は とする。 ，

情状により の を ずること で る。
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（2） の とな ないもの

単 な道路 法 ， 事 の でないものについては, の とは ない。

， な を 事 に ては，必要に て学部等の指導（学部 等による

意等）を行 。ま の基準に ないものの事 の で る 事 に ても同

必要に て学部等の指導を行 。

（3） の 基準

事 に する は，学則50条に定める 学生の本 に する行 と て科 れるもの

で ることに ， な 事 とは道路 法に するよ な次の行 合を指

すものとする。

（4）上記 の用語の意 は， れ れ次に定めるとこ による。

い とは，道路 法第65条第１ の規定に する行 の ， に 状 （

コー の により な で ない れ る状 をい ）で する行 をい 。

等 とは，道路 法第66条の規定に て ， ， ， い は

及び 法施行 第32条の２に規定する の により な で ない れ る

状 で する行 をい 。

同 行 等 とは道路 法第68条の規定に する行 をい 。

免許 とは，道路 法第64条の規定に する行 をい 。

動 等 とは，道路 法第117条の４第１ に する行 をい 。

免許 とは，道路 法第87条第２ 後 の規定に する行 をい 。

び（0.15 上） とは に １ミ につ 0.3ミ 上 は

１ につ 0.15ミ 上の コー を する状 で する 合をい 。

等 とは，道路 法第66条の規定に て ， の の理 により な

で ない れ る状 で する行 をい 。

な 度 とは，道路 法第22条の規定に する行 の 度 高 道

路に いて50 上， れ の道路に いて30 上で る 合をい 。

義 とは，道路 法第72条第１ の規定に する行 をい 。

（5）上記の の 基準については，法 の 及び社会的状 の に ，法 の と相談

の上， するものとする。

い

等

同 行 等

免許

動 等

免許

び（0.15 上）

等

な 度

義
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４ 事 に ける の と 行

（1） 事 の報

（2）事実関係の と 事 に係 る学生 の教育的指導

（3）学生 員会による

学 は学生 員 報 の 事 の に， について す 事 含まれている

と め 合，学生 員会に 事 に係 る学生 の の要 ， の種類及び内容等につ

いて を めるものとする。

（4） の

学 は，学生 員会 報 の の を， 学生 する学部 等に する。

（5） の

学部 等は，学 の に基 ，事実 定と の種類及び内容について教授会に の上，

に学 に を上 するものとする。

（6） の 定

学生による 事 は，学生支援部で 的に する。

学生による 事 生 合， 学部等及び 学関係 は 情報を に学生支援

部 報する。

学生支援部は に学生 員 に 報するとともに，事実関係の に め， 事 に係 る

学生 する学部等 の ，関係 関との を行い， の を 次学生 員 に報

，同時に学部等 する。

学生 員 は，学生による 事 に関 て学 に報 を行 。

事 に係 る学生 する部 は， され 事 について， 学生と をとると

ともに指導に め，必要に て学 の報 ，学生 員 及び学生 員会 の ，学生支援部と

の を行 ものとする。

学 での事実関係の は，学生支援部 する。ま 必要 れ 事 に係 る学生の

する学部等の教員及び職員は れを すること で る。

学内での学部等による事実関係の は，原則と て 事 に係 る学生 の事情 を行

ものとする。 ， 学生 事情 に ない 合は，学部等は の を学 に報 するとと

もに，学生 員 及び学生 員会に するものとする。ま ，学生 心の ， の ，

期 行 の の事 により， 学生に事情 で ない 合は，事情 になるまでの間，

学部等は 及び の報 等を するものとする。

学生 員 は， に学生 員会内に 員会を する。な ， 学に いてい ず に

の の 定を ることのないよ に， 員会は定 の学生 員会 前に

すること で ，学生 員 は の 成員を指名すること で る。

員会の 成員は， は と関係 い ， の れの いよ に選 され，

ま 及び の関係 と の いよ に 理されなけれ な ない。

員会は，学生支援部及び学部等による事実関係の 及び 報 について，必要に

て 及び を めること で る。

学生 員会は 員会の報 に基 ， 事 に係 る学生 の の要 ， の種類及

び内容等について ， の を学 に報 するものとする。

学 は，学部 の上 事 を教育 会の に ， を 定する。

学 は，教育 会 の に ， の とされる学生に て， は文 によ
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る意 の 会を るものとする。

（7） の と 行

の は，学部 等 ， 学生及び に文 をも て行い， の内容を学内に す

る。な ， を実施 合，学生の 名，学生 等，本 を特定で る情報は に ないも

のとする。 学 必要と め 合は，この限りではない。

（8） に関する文

に関する文 は，別 に定める。

（9） に関する記 の と

学生に する教育と指導

（1）本 ンの事前

（2）教育と指導

（3）履修 の

学期間 の期 は履修 期間については， 学の の の期日によ て，学

生の ける の 等 いよ に なけれ な ない。

原 る事実 びに 定され の内容及び理 を記 文 は学生支援部で する。

文 理の は学生支援部 とする。

学 は， 合には， 文 を なけれ な ない。

行 と の種類と内容に関 ては， な びに 部等の学生 等により学生に

されなけれ な ない。

学生は 事 を こ 合は， 学生支援部ない は する学部等に けなけれ な

ない。ま この 義 は な びに 学部等の学生 等により学生に されなけれ な

ない。

事 後 びに 後に いて， 学生に を ，ま 学習意 を さ る めの指導は，

学生の 学部等 するものとする。

学生の 的ケ については 学部等とともに学生支援部， 健・ 進 ン ー等，

学も な協力を行 なけれ な ない。
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